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　「人権の世紀」と言われる２１世紀。しかし，少子高齢化，国際化，情報化
などにより社会状況が大きく変化する中，いじめ，子どもやお年寄りに対する
虐待，街頭でのヘイトスピーチ，インターネット上での人権侵害など，残念な
がら人権課題はますます複雑化・多様化しています。
　「ハラスメント」（嫌がらせ）という言葉一つを取っても，比較的以前から言
われてきた「セクシュアル・ハラスメント」のほか，「パワー・ハラスメント」，「ア
カデミック・ハラスメント」，「モラル・ハラスメント」など，ここ数年間で様々
な問題が浮き彫りになってきたように思います。
　こうした中，これまでから市民の皆様と行政の協働により，人権課題に対し
て数々の成果を挙げてきた京都のまちが率先して更に取組を前進させていく。
そんな思いをこめて，この度「京都市人権文化推進計画」を策定いたしました。
　本計画は，市民の皆様と共に目指すべき京都の未来像を描いた「はばたけ未
来へ！京プラン（京都市基本計画）」に基づく分野別計画であり，今後１０年
間の人権施策の羅針盤です。前計画策定以降の状況変化も踏まえながら，新た
な人権課題への対応策を盛り込むなど時代に即した内容にするとともに，各項
目でお困りごと等の相談窓口を明記するなど，多くの方にとって分かりやすく，
お役立ていただきやすいものとなるよう工夫を凝らしました。
　計画の策定に当たっては，専門的な見地から「京都市人権文化推進懇話会」
の皆様に熱心な御議論をいただくとともに，パブリック・コメントなどを通じ
て多くの市民の皆様から貴重な御意見や御提案をお寄せいただきました。心か
ら感謝申し上げます。
　人権文化の土壌づくりは，安心安全，観光振興などあらゆる分野でのまちづ
くりを進めるうえでの基盤となるものです。今後，市民，企業，関係団体など
全ての皆様との連携により，本計画を着実に進めてまいります。

　さあ，
　「ひとがつながり　みんなでつくる
　　やさしさあふれる　人権文化の息づくまち・京都」
　を，共々に力強く目指してまいりましょう。

京都市長

平成２７年２月

ひとがつながり　みんなでつくる

やさしさあふれる　人権文化の息づくまち・京都
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第 1章　基本的な考え方
　
　千年の時を超えて都であり続けた京都は，常に海外をはじめ外部から人や文化を受け入れながら，
町衆をはじめ，王朝，社寺，武家など多様な文化を築くとともに，様々な立場の人々がたくましく
生き抜き，文化の創造と経済の発展に寄与した足跡が残る，人権文化の伝統が歴史の中に脈々と息
づくまちです。
　「人権の世紀」と言われる２１世紀。京都市では，来るべき東京オリンピック・パラリンピック等
の開催を踏まえ，「安心安全に，やさしさあふれるおもてなしのまちづくり」を進めています。その
基盤となるのが，住む人や国内外から訪れる人，全ての人々にとって人権が尊重されるまちである
ことです。
　今後，更に進むと予想される少子高齢化，国際化，情報化等の社会状況の変化にも的確に対応し
ながら，まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし，尊重し合う習慣が根付いた人権文化の息づく
まち・京都を，市民みんなの力でつくるために，この計画を定めました。ここでは，計画の基本的
な考え方について掲げます。

（１）　個人の尊厳を守り，可能性を伸ばす　～かがやく～
　・　人は，ひとりひとりかけがえのない存在として，多様な個性や可能性を持って生まれてきます。
　・�　人権とは，人間の尊厳に基づく権利として，社会を構成する全ての人々が生きることと自由
を保ちながら，社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。

　・�　言い換えると，人がどのような状況にあっても，人としての尊厳を守り，その可能性を最大
限に伸ばし，輝いていくことと言えます。

（２）　互いの人権の尊重　～つながり，わかりあう～
　・　人権は，個人の尊厳と可能性に関わるものであり，誰もが等しく持つものです。
　・�　人権尊重の考え方が社会に根付くためには，人々が，つながりを持ち，互いの人権を尊重す
ることの重要性について，理性と感性の両面から理解を深めるとともに，自分の権利の行使に
伴う責任の自覚と，自分の人権と同様に他人の人権も尊重することが互いを分かり合うことに
つながります。

（３）　人権の普遍性と日常性　～たすけあう～
　・�　人権は，誰もが等しく持っており，全ての市民にとって同じように意味があるものですが，
人権が十分に保障されているとは言えない人々や人権問題の解決に取り組んでいる人々と，人
権を意識せずに日常生活を送っている人々の間には，人権に対する意識のずれが生じているこ
とが考えられます。

　・�　本来，人権は，市民ひとりひとりにとって身近なものであり，改めて人権が全ての人々にとっ
て普遍的なものであるという認識に立ち返ることで，人権問題が社会全体の問題として位置付
けられ，依然として状況の改善を必要とされている人々の問題の解決に向けての力になると考
えられます。

１　人権の基本的な考え方
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　・�　さらに，他者の人権のために自分は何ができるのかという考え方や，将来の人の人権をも尊
重するという視点を持てば，人権は，環境や平和の問題をはじめ，社会をより良いものに発展
させていくこととつながっているということができます。

　・�　また，身近な生活の場面において，例えば，勤労の権利や財産権をはじめ，交通機関による移動，
新聞等による情報の入手，様々な意見の表明などは全て人権に関わるものであると言えます。

　・�　人は互いに助け合い，人権が守られることによって，自分らしく幸福な日常生活を送ること
ができるということを改めて認識する必要があります。

（１）計画の位置付け
　�　本計画は，全市的な市政の基本方針である「京都市基本構想」，その具体化のために全市的観点
から取り組む主要な政策を示す「はばたけ未来へ！京（みやこ）プラン（京都市基本計画）」に基
づく分野別計画として，本市が人権施策を推進するうえでの基本的な考え方等を示すものです。

（２）計画期間
　　平成２７（２０１５）年度から平成３６（２０２４）年度までの１０年間
　　・なお，社会状況等の変化に対応するため，必要に応じて見直すものとします。

　　計画期間である１０年後に，次のような社会を目指します。

○�　市民や企業・団体等が，人権文化の息づくまちを目指して，家庭，地域，職場等において，
自らが行動する社会

○�　ひとりひとりが可能性を伸ばし能力を発揮することができる機会が保障され，また，そ
のために互いを認め合い，つながりを持ち，支え合う社会

○�　人権に関わる問題が発生した場合に，市民が安心して相談をすることができ，また，救
済を受けられる体制が整備されている社会

　　本計画では，人権文化の息づくまちづくりに必要な施策を，以下の三つに分類し展開します。
　　（１）人権尊重の精神のかん養及び理念の普及等を行う「人権教育・啓発」
　　（２）人権を十分に享有できなかったり，侵害されるおそれがある状況をソフト・ハードの両面

において改善を図る「人権保障」
　　（３）実際に人権が侵害された場合に相談等に適切に対応するための「人権相談・救済」

２　計画の位置付け及び計画期間

３　計画の目標～１０年後の目指す姿

４　人権施策の分類
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（１）基本理念

　・�　京都は，これまでからひとりひとりの人権が尊重され，いきいきと暮らせるまちを目指して，
市民等と行政の協働の下，人権課題に取り組み，大きな成果を挙げてきたまちです。

　・�　これまで積み上げてきた成果を更に発展させ，新たな課題に対しても果敢に取り組み，「ひと
りひとりが，互いに認め合い，つながりを持ち，支え合いながら，安心安全に，笑顔で楽しく
暮らし，働き，学び，観光できる，やさしさあふれる，おもてなしのまち」，すなわち「人権文
化の息づくまち・京都」を，みんなの力を合わせてつくっていきます。

（２）基本方針
　ア　市民との協働による人権文化の土壌づくり
　・�　人権に関わる課題を解決していくためには，市民，企業，団体，ＮＰＯ，関係機関，本市等
それぞれによる主体的な取組と連携が必要です。市民等との協働により，社会の中に人権文化
を根付かせ，人権侵害を許さない土壌づくりを進めます。

　・�　今日，高齢者の単身世帯や，若者のひきこもり，子育て・介護等を一人で担い疎外感を深め
る人など，社会や地域から孤立しやすい人の増加が懸念されています。いわゆるごみ屋敷問題
においても，地域社会における孤立が背景となっている場合があります。人権文化の土壌をつ
くることは，このような孤立しやすい人を見守り，つながりを持ち，支え合う意識と行動につ
ながるものと言えます。

　・�　また，京都市では，いつまでも安心・安全に住み続けられることができ，また，国内外の観
光客を温かくお迎えするなど，市民ぐるみで様々な取組を進めています。人権文化の土壌づく
りは，あらゆる分野でのまちづくりを進めるうえで，豊かな地域社会をつくる基盤になるもの
と考えます。

　イ　人権尊重の理念を基調とした行政の推進
　・�　人権は全ての人々にとって普遍的なものであり，京都に暮らす全ての市民と京都を訪れる人
が等しく持っているという認識の下，京都市は，人権尊重の理念をあらゆる行政分野の基調と
して進めます。

　・�　多岐にわたる行政分野それぞれにおいて，個人の尊厳が守られているか，社会参加を阻害し
ている要因がないかなど，常に人権の視点から点検し，施策を進めます。

５　人権施策の基本理念と基本方針

ひとがつながり　みんなでつくる

やさしさあふれる　人権文化の息づくまち・京都
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　ウ　社会状況に対応した戦略的な人権施策の推進
　・�　社会状況等の変化に常に注意を払いながら，長期的な課題と短期的な課題の整理，状況に応
じた取組の優先順位の検討など，施策全体を戦略的に推進します。

　・�　昨今の社会の動きを見ると，今後，（１）少子化・高齢化・単身化の進行，（２）グローバル
化の進展に伴う外国人・外国籍市民の増加，（３）低経済成長時代や働く環境の変化に伴う所得
格差の顕在化，貧困の問題，（４）ソーシャルメディアやスマートフォンの普及など情報通信技
術（ＩＣＴ）環境の急激な変化などが想定されます。これらの進展に伴い，新たな人権上の課
題が生じることも考えられることから，動向を注視しながら，必要な場合には新たな施策の実
施も含め，適切な対応を図ります。

　エ　各部局の連携による総合的な人権施策の推進
　・�　各人権問題の解決のためには，関係する様々な行政分野からのアプローチが必要であり，人
権施策全体の効果を十分に挙げるため，関係部局間の縦割りを排除し，緊密な連携の下，施策
を融合させながら，総合的に取組を進めます。
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　人権に関わる各重要課題について，各分野別の計画等に基づき，市民等と共に，各部局連携の下，
解決に向け取り組みます。前計画に掲げていた課題に加え，昨今の社会状況を踏まえ，新たに
「安心して働き続けられる職場づくり」，「犯罪被害者等の人権尊重」，「高度情報化社会における人権
尊重」の項を設けました。
　ここでは，それぞれの主な課題と今後の施策の在り方を掲げるとともに，日常生活の中で人権に
関わる課題が生じた場合の相談先等を紹介します。

 
　

１　主な課題
　◆�　女性の就業率（約６割）は男性（約８割）に比べ低く，また，出産・育児などで就業を中断
することなどにより，非正規雇用に就きがちな就業構造があり，さらに，企業等において管理
職等に占める女性の割合も依然として低い状況です。このため，雇用における男女の均等な機
会と待遇の確保を図ることが必要です。

　◆��　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談件数はここ数年全国的にも増加傾向にあり，未
然に防止するための啓発や被害者の意思を尊重したうえで，自立のための情報提供や心理的ケ
アなど，様々な支援を総合的に，迅速に取り組むことが必要です。

　◆��　セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）については，法制度や相談体制が整備され
てきているものの，依然として多くの相談事例があり，防止のための事業主の更なる意識改革
が必要です。

２　今後の施策の在り方
　�　女性，男性が共に等しく個人として尊重され，あらゆる場において共に責任を担いつつ個性と
能力が発揮できる男女共同参画社会を実現する必要があります。
　�　そのために，ひとりひとりの人権を尊重することを基礎としながら，性別にとらわれず，個性
と能力を発揮できる社会の実現を目指して各種の取組を推進します。　　
　�　また，その中では，社会的・文化的に形成された性差（ジェンダー）に基づく固定的な役割分
担等にとらわれない視点も必要です。

　（ＤＶ対策）
　　○　京都市ＤＶ対策基本計画に基づき，ＤＶ対策をより一層総合的かつ計画的に推進
　　○�　ＤＶやセクシュアル・ハラスメントなど，女性に対するあらゆる暴力を根絶するため，女

性の人権尊重に向けた広報・啓発の強化，相談・救済機能の充実及び関係機関等との連携に
よる被害者への支援

　　○　ＤＶの男性被害者や加害者に対する相談窓口の周知の強化

第２章　各重要課題について

　「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保」，「家庭生活における男女共同参画」，「意思決定
の場への男女の均等な参画の推進」などの取組を進めるほか，「ＤＶ対策の強化」を重点分野とし
て位置付けて積極的な取組を進めていきます。

【女性と男性が互いに人権を尊重し支え合うまちづくり】
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　（雇用・意思決定）
　　○�　雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等を図るため，事業者に対する広報，啓発活

動の積極的な推進及び事業者の自主的な取組を促進
　　○�　男女があらゆる分野での政策・方針等意思決定に参画できるよう，具体的な登用計画の策

定に基づく市の附属機関等における女性委員の登用の推進，企業，各種団体等の取組の支援
　　○�　就職，再就職，就業継続等の女性のニーズに応じた職業能力の開発支援や就業環境整備，

就業支援の推進

　（啓発・広報）
　　○�　男女共同参画の理念等についての広報・啓発活動の積極的な推進，市民等の自主的な取組

の支援

　（保育・学校教育）
　　○�　全ての子どもが，男女を問わず等しく個性ある人間として尊重され，ひとりひとりが自己

の能力を十分発揮できる資質や能力の基礎を培う取組の推進
　　○�　保育・教育活動の中に，性別による固定的な役割分担を反映した慣行や子どもたちへの関

わりが残されていないかの点検・改善
　　○�　男女平等に関わる教育の一環として，学校・家庭・地域の連携の下，子どもたちの性に関

する意識や実態に即した教育の推進

こんな場合はどうすれば…

　　◆　ＤＶかもしれないと感じたら…
　　　⇒　京都市ＤＶ相談支援センターにて相談・支援を行っています。
　　◆　身の周りで，男性だから？，女性だから？と疑問に思ったら…
　　　⇒�　京都市男女共同参画センター（ウィングス京都）において，性別による人権侵害等につ

いての相談（京都市男女共同参画苦情等処理制度）を行っています。
　　◆　セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）を受けたら…
　　　⇒　勤め先の相談部署に御相談ください。
　　　　�　また，京都労働局や京都市男女共同参画センター（ウィングス京都）でも，相談をお受

けします。

　　※�　京都地方法務局において実施している職員及び人権擁護委員による「女性の人権ホットラ
イン相談電話」でも上記事例の相談をお受けしています。
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【用語説明】
・　ＤＶ
　�　ドメスティック・バイオレンス（Domestic�Violence）の略。配偶者や恋人など親密な関係にある男女間における
暴力で，その多くは男性から女性に対して加えられている。身体的暴力だけでなく，精神的暴力や経済的暴力，性的
暴力なども含まれる。

・　セクシュアル・ハラスメント
　�　性的言動によって相手の望まない行為を要求したり，身体的な接触を強要したり，それを拒んだ相手に対して不利
益を与えたりする「性的嫌がらせ」をいう。

・　ジェンダー
　�　「社会的・文化的に形成された性差」のこと。人間には生まれついての生物学的性差（セックス／sex）がある。一
方，社会通念や慣習の中には，社会によって作り上げられた「男性像」，「女性像」があり，このような男性，女性
の別を「社会的・文化的に形成された性差」（ジェンダー／gender）という。

6 7



【子どもを共に育む社会づくり】

１　主な課題
　◆�　少子化の進行，また，地域の共同関係の希薄化などによる子育ての孤立化が課題となる中，
子育てに対する不安や負担感，孤立感を感じている人も少なくありません。

　◆�　児童虐待相談・通告件数は増加の一途をたどっていることから，更なる体制の強化や資質向
上による支援体制の充実を図る必要があります。

　◆　小中学校における，不登校やいじめ問題についても，引き続き憂慮すべき現状があります。
　◆�　ニートやひきこもりなど，社会生活を営むうえでの困難を有する子ども・若者の社会的自立
の遅れは社会問題となっています。

　◆�　ひとり親家庭においては，子育てを含む家庭生活と仕事の両立は切実な課題であり，ひとり
親家庭のニーズに応じたきめ細かな支援が必要です。また，特に母子家庭の母は，パートなど
不安定な就労に就いているため低収入の状態にあることが多く，子どもの貧困の問題にもつな
がっています。

　◆�　また，暴力行為等の問題行動，児童買春や児童ポルノのまん延など子どもの心身の健全な成
長が妨げられる問題の発生に加え，学校非公式サイトでの悪口，誹謗中傷の書込みなどのいわ
ゆるネットいじめ，携帯電話・スマートフォンの危険性や生活習慣の乱れにつながる依存性の
問題など依然憂慮すべき状況が続いています。

２　今後の施策の在り方
　�　京都のまちがこれまで培ってきた次世代育成の精神と地域社会の力を最大限に活用し，子ども
を健やかかつ心豊かに育む社会を築いていくため，「京都はぐくみ憲章」や「推進条例」等に基づ
く実践を展開し，家庭，地域，学校，企業など社会のあらゆる場に広げるとともに，子どもの人
権と幸せを第一に考え，子どもにとって最善の利益を追求する取組を進めます。
　�　また，平成２５（２０１３）年に制定された「いじめ防止対策推進法」を踏まえ，いじめの未
然防止及び早期発見，迅速かつ適切な対応並びにいじめの再発防止のための取組を総合的かつ効
果的に推進する「京都市いじめの防止等に関する条例（平成２６（２０１４）年１０月１０日施行）」
に基づき，市民ぐるみで，子どもが安心して生活し，学ぶことができる環境の実現を図ります。

　（京都はぐくみ憲章の推進）
　　○�　憲章の理念が市民生活の隅々にまで浸透し，家庭，地域，育ち学ぶ施設，企業，行政など，

社会のあらゆる場で実践行動の輪が広がっていくよう施策を展開

　「子どもを共に育む京都市民憲章（平成１９（２００７）年２月５日制定，愛称：京都はぐく
み憲章）」及び「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例（平成２３（２０１１）
年４月施行，以下「推進条例」という。）」に基づき，取組の充実を図るとともに，「京都市いじ
めの防止等に関する条例」に基づき，いじめ防止等に関する様々な施策を総合的に推進します。
　また，「子育てに生きがいを感じられる家庭・職場・地域社会づくり」，「児童虐待対策の推進」
などの取組を進めるとともに，更に充実を図ります。
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　（児童虐待対策の推進）
　　○�　児童相談所をはじめとした関係機関の対応力を強化するとともに，多様な関係機関が連携

して家庭支援を行う仕組みづくりの推進
　　○�　子育てへの不安や負担感，孤立感を持つ家庭に対して，子育てに関する相談，情報，交流

の場の提供など，児童虐待未然防止の取組の充実
　　○�　日常的に子どもに接する立場にある学校・幼稚園・保育所・認定こども園職員による，「虐待」

や「虐待の兆候」の早期発見とＰＴＡや地域諸団体等との連携による「予防的啓発」の徹底，
児童相談所をはじめ関係機関との連携の強化

　　○　個々の事例に応じた児童相談所をはじめとする関係機関の連携とネットワークの強化
　　○�　児童虐待に対する認識及びその防止，特に児童虐待を受けた又は受けたと思われる児童を

発見した場合に速やかに児童相談所へ通告することの重要性等について市民の意識の向上を
図るため，様々な媒体を利用した広報啓発活動の推進

　（不登校，いじめ，問題行動）
　　○�　「京都市いじめの防止等に関する条例」と「いじめの防止等取組指針」などに基づき，いじ

めの防止等の取組の推進
　　○�　スクールカウンセラーの全市立小・中・高・総合支援学校への配置や社会福祉士等の資格

を有するスクールソーシャルワーカーの活動など，子どもに対する心のケア，教育相談体制
の充実

　　○　問題行動や不登校等の課題解決に向けた学校・家庭・地域が連携した取組の推進
　　○�　子どもの規範意識を育み，いじめや問題行動の改善を目指す非行防止教室を警察と連携し

て推進するとともに，児童相談所，家庭裁判所等関係機関と連携し，問題行動対応，立ち直
り支援等の推進

　（ニート，ひきこもり）
　　○�　ニート，ひきこもりなどの困難な状況にある子ども・若者に対しての，「子ども・若者総合

相談窓口」，「子ども・若者支援地域協議会」等の取組を中心とした，教育，福祉，保健，医療，
雇用等の幅広い関係機関の連携による，早期からの総合的・継続的な支援の推進

　（子育て支援ネットワークの充実）
　　○�　子育てを支え合う地域社会の構築を目指し，子どもや子育てに関わるネットワークを一層

強化・発展させていく取組の推進

　（子育て家庭への支援）
　　○�　子育てに対する孤立感・負担感から，児童虐待に至るなどの事態もあることから，行政施

策等による支援の継続的実施と支援が必要な世帯の利用につなげていく取組の推進
　　○�　男女が共に子育てと仕事の両方を大切にし，母親に負担が集中している現状を改善するた

め，働き方の見直しや男性の子育てへの参加を促進する取組の推進
　　○�　職場における子育てへの理解・協力の促進や地域による子育ての支援などにより，子ども

8 9



を持つ親の不安感，負担感，孤立感を解消し，子育てに喜びを感じられる社会環境を醸成す
る取組の推進

　　○�　子育て家庭共通の支援施策に加え，ひとり親家庭など固有の課題やニーズのある家庭に対
する，ニーズに応じたきめ細かな支援の推進

　（子育てを支え合える地域社会づくり）
　　○�　社会福祉協議会，民生委員・児童委員，ＰＴＡ，人づくり２１世紀委員会，その他多くの

地域団体が行う子育て支援活動を核として，地域全体で子ども・子育てを温かく見守り，つ
ながりを持ち，支え合う風土づくりと共に，より広範な地域住民が子育て支援に参画できる
よう一層の取組の推進

　（携帯電話・インターネット）
　　○�　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に定める

施策を推進するとともに，携帯電話・インターネットの危険性や依存性について携帯電話会
社やＰＴＡ，家庭との連携の下，子どもの実態を踏まえた取組の推進

　（安全教育）
　　○�　学校の安全管理体制を一層充実するとともに，ＩＣＴ機器の活用等により安心安全に関す

る情報を発信するなど，学校・家庭・地域が一体となった「地域ぐるみの安全」の推進
　　○�　身の周りに起こり得る危険を予測する学習を通して自分の行動を見直し，交通事故をはじ

めとするあらゆる事故等を未然に防ぐ能力や態度を育成する取組の推進

こんな場合はどうすれば…

　　◆　近所に子どもへの虐待が疑われる親子がいた場合，どこに相談や通報をしたらよいのか…
　　　⇒�　京都市児童相談所にて「子ども虐待 S0S 専用電話」を設置して，３６５日，２４時間対

応で相談，通報を受け付けています。これって虐待かな？と感じたら迷わず連絡してくだ
さい。匿名でも構いません。秘密は守ります。

　　◆　子育てについて不安や孤立感を感じている…
　　　⇒　ひとりで悩まないで気軽に御相談ください。
　　　　�　京都市子育て支援総合センターこどもみらい館や京都市教育相談総合センター（こども

相談センターパトナ），児童相談所・第二児童相談所，各福祉事務所（子ども支援センター）
において，相談を行っています。また，京都市ＰＴＡ連絡協議会，（公財）京都市生涯学習
振興財団，京都市教育委員会の三者により，「親と子のこころの電話」を設置しています。

　　◆　子どもがいじめを受けているが，どうすればよいか分からない…
　　　⇒�　通学されている学校の先生や教育委員会に御相談ください。
　　　　�　教育委員会では，「いじめ相談２４時間ホットライン」を開設し，３６５日，２４時間体

制で電話相談を行っています。また「いじめメール相談」を開設し，メールによる相談も行っ
ています。
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【用語説明】

・　社会福祉協議会
　�　社会福祉法において，地域福祉を推進する中心的団体として規定されている。京都市では，社会福祉法人として京
都市社会福祉協議会のほか各区社会福祉協議会が，任意団体として学区社会福祉協議会が組織されている。略して
「社協」とも言う。

・　民生委員・児童委員
　�　厚生労働大臣から委嘱された公的ボランティアであり，民生委員が児童委員を兼ね，住民の福祉相談・情報提供な
どを職務としている。

　　◆　学校を卒業した子どもが家にひきこもっており，どうすればよいか分からない…
　　　⇒�　京都市中京青少年活動センターと京都市教育相談総合センターの２箇所に「子ども・若

者総合相談窓口」を設置しており，ニート，ひきこもりなどでお悩みの子ども・若者やそ
の御家族からの相談をお受けしています。

※�　京都地方法務局において実施している職員及び人権擁護委員による「子どもの人権１１０番相
談電話」でも上記事例の相談をお受けしています。

京都はぐくみ憲章
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【高齢者の人権尊重と支え合う健康長寿のまちづくり】

１　主な課題
　◆�　いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者となる平成３７（２０２５）年に向け，高齢化の加速
度的な進展が見込まれている中，長寿社会への理解と認識を深め，世代を超えて支え合う意識
の共有を図る必要があります。

　◆�　増加が見込まれる認知症やひとり暮らし高齢者等の要援護高齢者が孤立しない環境づくりや
虐待の早期発見，早期対応に努める必要があります。

２　今後の施策の在り方
　�　「団塊の世代」が後期高齢者となる平成３７（２０２５）年を見据え，市民ひとりひとりに対し，
長寿社会への理解と認識を深め，世代を超えてつながりを持ち，支え合う意識の共有を図るとと
もに，認知症やひとり暮らし高齢者等の要援護高齢者を支援するため，認知症施策や権利擁護の
充実に加え，ひとり暮らし高齢者等の地域における見守り等の一層の推進により，高齢者ひとり
ひとりが，できる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう，地域ぐるみで連携して助け合い，
支え合うまちづくりを進めます。

　（虐待）
　　○�　区役所・支所，地域包括支援センター，地域の関係者や介護サービス事業者等が一体となっ

た地域の高齢者への権利侵害の早期発見，早期対応する取組の推進
　　○�　緊急時に一時的に避難できる場所の確保や，施設・事業所における虐待防止の徹底，虐待

に関する啓発・研修会等の実施

　（権利擁護）
　　○�　成年後見制度を必要とする方の発見から利用まで一貫した支援の実施や，市民後見人の養

成による後見人の確保と制度の一層の利用促進

　（認知症施策）
　　○�　認知症に関する知識や正しい理解の更なる普及及び認知症高齢者や家族が地域社会から孤

立しないための啓発活動の推進
　　○�　より身近な地域で認知症に関する専門的な相談が受けられる機会を充実し，認知症予防を

図るとともに，医療と介護の連携による認知症の早期発見・早期相談・早期診断に向けた体
制構築の推進

　（介護サービス）
　　○�　介護が必要になっても，住み慣れた地域や住まいでの生活が継続できるよう，在宅生活を

　高齢者の尊厳が保たれ，心身共に健康で充実した「幸」齢期を送ることができ，高齢者ひとり
ひとりが，自らの意思に基づき，住み慣れた地域で，いきいきと健やかに暮らせる「健康長寿の
まち京都」をみんなでつくります。
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支えるための居宅系サービス及び地域に根差した小規模な施設・居住系サービスの整備推進
　　○�　特別養護老人ホーム入所者のその人らしい生活の尊重と継続を図るための個室・ユニット

ケアの推進

　（見守り）
　　○�　日常生活で不安を抱えているひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯が，住み慣れた地

域で安心して生活を継続できるよう，地域全体で高齢者を見守り，支援するためのネットワー
クづくりの推進

　（社会参加）
　　○�　高齢者のライフスタイルに応じた生きがいづくりを支援するため，高齢者の多様性・自主

性を尊重しながら，高齢者の知恵や経験，技能を，社会の様々な分野にいかす担い手づくり
としての取組の推進

　（世代を超えて支え合う意識の共有）
　　○�　世代を超えて支え合う意識の共有を図るため，多世代が交流できる身近な場の提供
　　○�　本市や民間団体等が開催するイベント等において，多世代が参加し，交流を図る取組を進

めるなど，様々な機会を通じた市民への啓発の推進
　　○�　高齢者がどのような心身の状態であっても尊厳を保ち，自己実現できる社会の実現のため，

高齢者の人権について市民ひとりひとりが自ら考える機会の提供等による意識啓発の推進

　（学校教育）
　　○�　生活科や総合的な学習の時間での高齢者との交流や伝統文化，福祉をテーマにした学習の

推進
　　○�　「生き方探究・チャレンジ体験」（職場体験活動）推進事業等における高齢者福祉施設への

訪問及び高齢者との交流の促進

こんな場合はどうすれば…

　◆�　高齢者の介護や認知症について困っている…
　　⇒�　京都市長寿すこやかセンターでは，高齢者や御家族の方からの各種相談をはじめ，高齢者

に係る虐待をはじめとした権利擁護についても御相談いただけます。
　◆�　認知症のため介護サービスを利用したいが自分で契約できないので，成年後見制度を利用し

たい…
　　⇒　京都市成年後見支援センターに御相談ください。
　◆�　高齢者を狙った不審な勧誘や悪質商法などの消費者トラブルで困っている…
　　⇒　京都市消費生活総合センターに御相談ください。
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【用語説明】

・　要援護高齢者
　�　日常生活を営むうえで何らかの介護や支援を必要とする高齢者。

・　権利擁護
　�　自己の権利やニーズを表明することが困難な者の権利やニーズを援助者が代弁することを通じて，当事者の権利や
ニーズの獲得を行うこと。

・　地域包括支援センター
　�　高齢者の介護に関する相談や，保健・医療・福祉の相談など日頃の生活に必要な相談を受るために，京都市が委託
して運営している公的な相談窓口。

・　成年後見制度
　�　判断能力が不十分な認知症高齢者，知的障害者，精神障害者などに代わって，不動産や預貯金の管理など，被後見
人の財産の計画的かつ適正な管理（財産管理）や，介護サービスや施設入所契約の締結等，被後見人の生活や健康，
療養等の手続（身上監護）などを支援する制度（同制度は，大きく分けて，法定後見と任意後見という２つの制度が
ある。また，法定後見制度には，本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の３つの類型がある）。

・　特別養護老人ホーム
　�　入所する要介護者に対し，入浴，排泄，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上
の世話を行う施設。
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【障害者の人権尊重と互いに支え合うまちづくり】

１　主な課題
　◆�　当事者の高齢化及び障害の重度化並びに介助者の高齢化に伴い，権利擁護など様々な支援の
ニーズに合った対応が求められています。

　◆�　障害のある人への調査結果では，障害や障害のある人に対する理解や啓発の更なる充実が求
められています。

　◆�　道路の段差や建築物等のバリアフリー化を進めてきましたが，今後もこれらのニーズは増大・
多様化することが予想されることから，更なる取組の推進が求められます。

　◆�　障害者権利条約の発効や障害者差別解消法の制定を踏まえ，障害者差別の禁止や合理的配慮
の提供に係る取組を社会全体として推進していく必要があります。

２　今後の施策の在り方
　�　全ての障害のある人が，障害のない人と等しく，基本的人権を享有する個人としてその尊厳が
重んぜられ，その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有し，社会を構成する一員であると
いう視点の下，障害を理由とする差別を解消し，障害のある人もない人も，全ての人々が違いを
認め合い，つながりを持ち，支え合うまちづくりを推進します。
　
　（障害者虐待の防止）
　　○�　虐待があった場合の被虐待者やその養護者への支援
　　○�　障害福祉サービス事業所等で障害者虐待があった場合の被虐待者への支援と事業者への指

導実施
　　○�　虐待防止に係る周知・啓発に努めるとともに，相談支援事業者等で構成する専門部会及び

シンポジウムを通して具体的な事例検討の実施

　（障害のある人の権利擁護の促進）
　　○�　障害のある人の権利擁護を推進するためのネットワークの構築
　　○�　知的障害や精神障害のある人の権利が守られ，住み慣れた地域で安心して生活できる社会

を築くため，成年後見制度や，福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理を行う日常生活自
立支援事業の利用促進

　（精神障害のある人が安心して暮らせるまちづくり）
　　○�　精神疾患や精神科医療の正しい知識の普及啓発
　　○�　こころのふれあい交流サロン等精神障害のある人の地域生活を支えるための支援の充実
　　○�　社会的入院者への退院に向けた地域移行・地域定着支援の推進

　障害のある人への理解促進や権利擁護の推進，社会参加できる環境づくり，相談支援体制の強
化等を進め，障害のある人もない人も，全ての人々が違いを認め合い，つながりを持ち，支え合
うまちづくりを推進します。
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　　○�　精神科病院への実地指導の実施，精神医療審査会の開催等による人権に配慮した適正な精
神科医療の確保及び推進

　（障害のある人の就労支援）
　　○�　福祉・教育・労働関係機関や企業，行政等の連携により，障害のある人が，生きがいと希

望を持って働き続けることができるような就労支援の推進
　　○�　企業等における障害者の積極的な雇用促進や，障害のある人もない人も共に働くことので

きる環境づくりを促進するための啓発の促進

　（発達障害児者及びその家族への支援の充実）
　　○�　発達障害のある人と家族が地域で安定した生活を送ることができるよう，発達障害者支援

センター「かがやき」において相談支援，発達支援，就労支援及び普及啓発・研修の４機能
の事業を展開

　（相談支援）
　　○�　地域での相談の強化のために，地域の相談支援体制の充実と相談支援の質的向上

　（ユニバーサルデザイン・まちづくり）
　　○�　誰もが障壁を感じることのない生活環境をつくることを目指した京都市みやこユニバーサ

ルデザイン推進条例に基づく取組の推進
　　○�　建築，公共交通機関，道路，公園等の施設や設備を安全かつ円滑に利用することができる

バリアフリー化を推進
　　○�　全ての人々が社会で活動しやすい環境づくり，またその重要性について理解を深め，自然

に支え合うことができる「こころのユニバーサルデザイン（バリアフリー）」の推進

　（社会参加・交流の促進）
　　○�　障害のある人とない人の協働と交流の促進，地域の人々との触れ合いやボランティア活動

による支援が広がるような取組の推進
　　○�　手話通訳者・要約筆記者・盲ろう支援員の派遣や，点訳奉仕員・音訳奉仕員・手話奉仕員・

手話通訳者・要約筆記者・盲ろう支援員の養成講座等の実施
　　○�　障害のある人がスポーツを楽しめる場の提供や障害者スポーツの裾野を広げる取組の推進

　（啓発）
　　○�　障害の有無にかかわらず，相互に人格と個性を尊重し，支え合う共生社会の理念の普及を

図るとともに，障害及び障害のある人に関する理解を促進するため，幅広い啓発活動を推進

　（保育・学校教育）
　　○�　ＬＤ（学習障害）等の支援の必要な子どもの特性や必要な配慮等の情報を，就学前施設か

ら小学校に伝える「就学支援シート」の充実を図り，障害のある子どもへの切れ目のない支
援を実施
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　　○�　就学前児童の保護者や就学前施設等の関係者への京都市の総合育成支援教育についての情
報提供や啓発の実施

　　○�　インクルーシブ教育の理念の下，子どもや保護者の願いと教育的ニーズを踏まえたきめ細
かい就学相談の実施や支援体制の構築

　　○�　小中学校育成学級及び総合支援学校等に在籍する障害のある子どもたちや，普通学級で支
援を必要とする子どもたちについて，家庭との連携の下，障害の状態や特性を踏まえて学習上・
生活上の課題を明確にし，指導の目標や内容を定め，全教職員が共通認識を持って一貫性あ
る組織的指導を実施

　　○�　全総合支援学校に設置している「育（はぐくみ）支援センター」における，総合育成支援
教育についての相談・支援体制の充実

　　○�　企業就職を希望する生徒や保護者のニーズに応えるため，総合支援学校高等部において，
働くための知識や技術と共に意欲向上につながる取組の充実

　（共生社会の実現に向けたネットワークの充実）
　　○�　障害当事者，その家族，事業者，市民，学識経験者等で構成される審議会等を通じて，市

民等から意見聴取しながら取組を推進

こんな場合はどうすれば…

　◆�　障害のある人の状況を分かってくれる人に悩みごとを相談したい…
　　⇒�　京都市では，各障害種別（※）の障害者相談員を市内に配置しています。詳しくは，京都

市保健福祉局障害保健福祉推進室へお問い合わせください。
　　　　※�　視覚，聴覚，難聴，音声，肢体，重度，心臓，腎臓，呼吸器，ぼうこう・直腸，知的，精神，高次脳機能，発達の各種別
　　⇒　また，関係機関・団体により相談窓口がありますので御利用ください。
　　　　身体障害のある方：公益社団法人京都市身体障害者団体連合会
　　　　知的障害のある方：一般社団法人京都手をつなぐ育成会
　　　　精神障害のある方：京都市こころの健康増進センター
　　　　発達障害のある方：（１８歳未満）児童福祉センター（南区，伏見区以外にお住まいの方）

第二児童福祉センター（南区，伏見区にお住まいの方）
（１８歳以上）京都市発達障害者支援センター「かがやき」

　◆�　障害のある子どもの教育のことについて相談したい…
　　⇒�　総合支援学校に設置している「育（はぐくみ）支援センター」や「障害のある子どもの教

育電話相談」において相談を行っています。
　　　�　なお，障害のある子どもの就学については，お住まいの地域の市立小学校（中学生の場合

は中学校）に御相談ください。
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【用語説明】

・　バリアフリー
　�　障害のある人等が日常生活や社会生活を営むうえでの様々なバリア（障壁）となるものを取り除くこと。

・　知的障害
　�　社会生活に適応していく能力（記憶・知覚・運用する能力，理解・思考・判断など）の発達が遅滞し困難な状態の
こと。主に発達期（１８歳以下）に現れる。知能指数（ＩＱ）を基準に使い，軽度・中等度・重度・最重度に分けら
れる。

・　精神障害
　�　意識，知識，記憶，感情，思考，行動といった機能が障害され，社会生活に支障が出ている状態。統合失調症，気
分障害，てんかん，精神薬物による中毒・依存などがある。

・　社会的入院者
　�　入院医療の必要がないにもかかわらず，長期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない者。

・　発達障害
　�　自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害（ＬＤ），注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）その
他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。

・　ユニバーサルデザイン
　�　年齢，性別，国籍，文化，心身の能力や状態といった人の様々な特性や違いを超えて，全ての人に配慮したまちづ
くりやものづくり，情報やサービスの提供を進め，誰もが生活しやすい社会環境をつくっていくという考え方。

・　インクルーシブ教育
　�　障害の有無にかかわらず子どもたちが共に学ぶ教育。障害のある子どもが教育制度一般から排除されず，地域にお
いて教育の機会が与えられ，個人に必要な「合理的配慮」が提供される教育。障害者権利条約の教育の条項（第２４
条）に基づく理念である。
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【ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組】

１　主な課題
　◆�　「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」報告書に基づき，様々な取組を進めて
きました。引き続き，いまだ解決に至っていない取組について早期完了に向けた改革・見直し
を進めていく必要があります。

　◆�　インターネット上への悪質な書込みや身元調査等による戸籍等の不正取得を防止するために
適正な対応をする必要があります。

　◆�　「人権に関する市民意識調査（平成２５（２０１３）年１１月実施）」の結果では，住宅購入
や結婚などの日常の生活場面において，旧同和地区やその出身の方を「気にする」という回答
が依然としてあることから，引き続き人権教育・啓発に取り組む必要があります。�

２　今後の施策の在り方
　�　「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」報告書に基づき，未だ解決に至っていな
い取組について早期完了に向けた改革・見直しを進めます。
　�　さらに，インターネット上の掲示板等への悪質な書き込みや，身元調査等による戸籍等の不正
取得などの人権侵害に当たる行為を許さない社会づくりや人権意識の高揚に向けて，市民との協
働により，人権教育・啓発の取組を一層進めます。

　（第三者による住民票の写し等の不正取得の防止）
　　○�　住民票の写し等の不正取得の防止を図るとともに，第三者等に交付された事実を知る権利

を保障するため実施している「事前登録型本人通知制度」の適正な運用

　（啓発）
　　○�　広報，学習機会の提供，自主的な取組の支援を中心に，関係機関とも連携を図りながら，

市民への啓発及び企業・団体等への啓発の取組を推進
　　○�　企業等における就職の機会均等を保障する公正な採用選考を促進するための啓発活動の推進

　（教育）
　　○�　保護者との連携の下，ひとりひとりの子どもたちの豊かに伸びる可能性を引き出し，主体

的な生きる力をつける保育・教育の推進
　　○�　全ての子どもたちの自立と家庭の教育力向上の支援など，人権教育としての取組の一層の

充実
　　○�　人権教育に関する資料を効果的に活用した，人権問題解決への実践的態度の育成

　人を「生まれ」や住んでいる地域を理由として差別する行為を許さない社会づくりを目指して，
市民との協働により，人権意識の高揚に向けた人権教育・啓発の取組を進めます。
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こんな場合はどうすれば…

　◆ 　旧同和地区出身であることを理由に人権侵害を受けたので相談したい…
　　⇒�　京都地方法務局において実施している職員及び人権擁護委員による「人権相談」で相談を

お受けしています。
　◆ 　会社で同和問題に関する研修を行いたい…
　　⇒�　京都市文化市民局市民生活部人権文化推進課では，市民団体や企業等で行われる同和問題

をはじめとした人権に関する研修会への講師の派遣，研修用資料の提供，ビデオ・ＤＶＤの
貸出し等の相談を行っています。
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【多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重】

１　主な課題
　◆�　民族や国籍が違うということだけで，偏見や誹謗中傷（ヘイトスピーチなど）をはじめとす
る差別的事象が見受けられます。

　◆�　近年，新たに市内に定住する外国籍市民（ニューカマー）が増加する傾向にあり，言葉や文
化の違いにより日常生活に支障が生じたり，社会から孤立するなどの問題が出てきています。

２　今後の施策の在り方
　�　「京都市国際化推進プラン～多文化が息づくまちを目指して～改訂版」に基づき，多様な国籍，
文化的背景を持った外国籍市民等が自らの知識や能力をいかして地域社会で活躍できることで，
外国籍の人だけでなく，多様な文化的背景を持つ人を含めたあらゆる市民がより豊かな生活を送
れ，また来訪者が安心して過ごせる社会の実現を目指します。

　（コミュニケーション支援）
　　○�　新たに市内に定住する外国籍市民等の増加を踏まえた多言語化等のきめ細やかで確実な情

報提供と相談事業の充実
　　○�　外国籍市民等がより円滑に生活を行えるよう，日本語及び日本社会に関する学習の支援

　（生活支援）
　　○�　日本語や日本文化の理解が十分でない児童・生徒やその保護者に対する教育・子育て支援

の充実
　　○�　外国籍の高齢者や障害のある方等が安心して利用できるよう福祉・保健・医療の充実
　　○�　防災対策・危機管理の充実に向けた確実な情報提供や地域における協力関係の構築等
　　○�　「留学生１万人」の目標実現に向けた受入環境の整備等の留学生に対する支援の充実

　（多文化共生の地域づくり）
　　○�　外国籍市民等が活躍できる機会の提供や地域住民との交流などの社会参画の促進
　　○�　特定の民族や国籍に対して誹謗中傷する憎悪表現「ヘイトスピーチ」等について，関係機

関・団体と緊密に連携し適正に対応するとともに，多文化を尊重し，差別を許さない意識啓発・
人づくりの推進

　（保育・学校教育）
　　○�　子ども同士がお互いの文化の違いを認め合い，お互いを尊重し合える心を育てる保育の推

進や乳幼児期から多様な文化に触れる取組の推進

　外国籍市民をはじめとする多様な文化的背景を持つ人を含めた全ての人々が笑顔で楽しく暮ら
し，働き，学び，また，知識や能力をいかして地域社会で活躍することにより，あらゆる市民が
より豊かな生活を送れ，来訪者が安心して観光できるまちづくりを進めます。
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　　○�　全ての児童・生徒に自国の文化と伝統を理解させるとともに，外国籍だけでなく，多様な
文化的背景を持つ児童・生徒の民族的，文化的アイデンティティを大切にする取組の推進

　　○�　学校における様々な教育活動の場を活用して，全ての児童・生徒が多文化共生の意識を高
めることができる取組の推進

　　○�　外国籍だけでなく，多様な文化的背景を持つ児童・生徒ひとりひとりの自己実現に向けた
学力の向上と個性の伸長を目指した取組の推進及び「生き方探究（キャリア）教育」の視点
に立った進路指導の充実

　　○�　日本語指導を必要とする児童・生徒や新たな渡日外国人等について，ひとりひとりの実態
を踏まえた日本語指導や，全ての子どもたちの理解を促す授業改善及び生活適応促進等の取
組の推進

こんな場合はどうすれば…

　◆ 　来日後間もなく日本語が不自由だが，日常生活上の疑問や困りごとを相談したい…
　　⇒�　（公財）京都市国際交流協会において，京都で暮らすために必要な情報を多言語で提供して

います。また，医療サービスを受ける際や行政機関における手続の際の通訳派遣のほか，法
律相談や出入国管理手続等の相談・支援を行っています。

　　⇒�　また，（公財）京都府国際センターにおいても，相談を受け付けるとともに，様々な生活情
報を多言語で提供しています。

【用語説明】

・　ヘイトスピーチ
　�　ある個人や集団を，人種（民族）・国籍・性といった先天的な属性，あるいは民族的文化などの準先天的な属性，
あるいは宗教などのように人格との結び付きが密接な特別の属性で分類し，それを有することを理由に，差別・排除
の意図を持って，おとしめたり，暴力や誹謗中傷，差別的行為を煽動したりするような言動のこと。

22 23



【安心して働き続けられる職場づくり】

１　主な課題
　◆�　やりがいと充実感を感じながら仕事上の責任を果たし，仕事や家庭生活，社会貢献などにお
いても，生きがいと充実感を得て人生が送れる「真のワーク・ライフ・バランス」についての
認知度を高めるとともに，企業における環境整備の支援が必要です。

　◆�　職場内の優位性を利用し，本人の人格や尊厳を傷付けるパワーハラスメントや職場でのいじ
め，嫌がらせが顕在化してきています。また，最近では，働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・
雇止めをされることや，職場で受ける精神的・肉体的な嫌がらせであるマタニティ・ハラスメ
ントも問題となっています。

　◆�　低経済成長による働く状況の変化やいわゆるブラック企業による若者をはじめとする働く人
の「使い捨て」などが大きな社会問題となっています。

２　今後の施策の在り方
　�　仕事と家庭，社会貢献が調和できる「真のワーク・ライフ・バランス」の更なる推進のために
積極的な支援や啓発広報に努めるとともに，人権尊重に基づく職場づくりについて，企業の理解
と意識向上を図るための学習の場や情報を提供します。

　（真のワーク・ライフ・バランスの促進）
　　○�　「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉や考え方の周知のため，ＩＴ等を利用した様々

な啓発強化及び市民意識の向上
　　○�　企業における職場環境整備を支援するため京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進

企業支援補助金制度について積極的な広報
　　○�　市民が主体的に「真のワーク・ライフ・バランス」を推進する社会機運を盛り上げるため，

「真のワーク・ライフ・バランス」実践エピソード募集など，実現に向けて様々な方法で取り
組む市民を発掘し，その活動を広く発信

　（啓発・広報）
　　○�　企業を対象とした人権に関する啓発講座等を通じて，パワーハラスメントをはじめとする

職場でのいじめ等の人権侵害についての理解と意識の向上を促し，人権尊重を基盤とする企
業活動の推進を図るとともに，働く人への相談機関の情報について積極的に提供

　働く意思のある人が，その能力を十分発揮でき，安心して働くことができ，また，やりがいと
充実感を感じながら仕事上の責任を果たすとともに，仕事や家庭生活，社会貢献などにおいても，
生きがいと充実感を得て人生が送れる職場の環境づくりを働き掛けます。
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こんな場合はどうすれば…
　◆ 　「真のワーク・ライフ・バランス」についてもっとよく知りたい…
　　⇒�　施策の所管課である京都市文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課までお問い

合わせください。
　◆ 　職場内でのいじめやパワーハラスメント，セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラ

スメントで悩んでいる…
　　⇒�　お勤め先の相談部署に御相談いただくか，京都労働局の「総合労働相談コーナー（いじめ

やパワーハラスメントの場合）」又は「雇用均等室（セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・
ハラスメントの場合）」に御相談ください。�
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【感染症患者等の人権尊重】

１　主な課題	
　◆�　青少年への感染症についての正しい知識の普及・啓発については，現在も啓発体制が確立で
きているが，中高年については今後，各自の職場や地域生活の場で正しい知識の普及・啓発に
取り組んでいく必要があります。

　◆�　ＨＩＶ陽性者に限らず，結核等の感染症患者への差別・偏見による施設への入所拒否や就業
拒否等の問題があります。

２　今後の施策の在り方
　�　様々な感染症については，感染した方を社会から切り離すといった視点で捉えるのではなく，
患者等が差別や偏見を受けない社会を実現するために，科学的根拠に基づく正しい知識の普及や，
広域的な啓発活動を推進することが重要です。
　�　さらに，患者等の人権を尊重し，ひとりひとりが安心して医療を受けて早期に社会に復帰でき
る等の健康な生活を営むことができる権利，個人の意思の尊重，自らの個人情報を知る権利と守
る権利等に配慮して取組を進めます。

　（相談・検査体制）
　　○�　プライバシーに配慮した感染症患者等の相談体制の充実
　　○�　利便性の高い場所及び時間帯に配慮した検査体制の充実

　（人材育成）
　　○�　検査・相談担当者が，人権やセクシュアリティの多様性を理解したうえで支援することが

できるような幅広い研修の推進

　（啓発）
　　○�　感染症について正しく理解するための啓発活動の推進

　（教育）
　　○�　学校や職場等における感染症に関する正しい知識の伝達
　　○�　感染予防と人権尊重の観点から，発達段階に応じて，エイズ等の疾病概念，ＨＩＶ感染経

路及び予防方法を児童・生徒に正しく理解させる指導の推進
　　○�　ＨＩＶ感染や性感染症等の予防は性行動とも密接な関わりを有するため，男女の敬愛と人

間としての在り方・生き方に深い関わりを持つ性教育と連動させたエイズ教育の推進

　「正しい知識と感染症患者等の人権擁護のための普及啓発及び教育の推進」，「相談体制，関係
機関連携の充実及び人材育成」，「市民が受けやすい検査体制の整備」などの取組を進め，ＨＩＶ
陽性者等の感染症患者に対する偏見・差別のない「共に生きる社会」の実現を目指します。
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こんな場合はどうすれば…
　◆ 　ＨＩＶ検査，相談を受けたいと思ったら…
　　⇒　各区の保健センター等にて実施していますので，お問い合わせください。

【用語説明】

・　ＨＩＶ
　�　ヒト免疫不全ウィルス（Human� Immune�Deficiency�Virusの略）。ヒトの免疫細胞に感染して免疫細胞を破壊
し，最終的に後天性免疫不全症候群（エイズ）を発症させるウィルス。

・　ＨＩＶ陽性者
　�　ＨＩＶに感染している人。ここでは，エイズ発症の有無は問わない。

・　セクシュアリティ
　�　身体の性別，役割などの社会的性別，性自認，性行動の対象の選択，性に関する行動や傾向，性的な欲動や性的な快
楽の総称。

・　エイズ（ＡＩＤＳ）
　�　後天性免疫不全症候群（Acquired�Immune�Deficiency�Syndromeの略）。ヒト免疫不全ウィルスに感染して免疫
機能が低下することにより，２３のエイズ指標疾患を１つ以上発症している人。
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【犯罪被害者等の人権尊重】

　
１　主な課題
　◆�　犯罪被害者やその家族又は遺族は，犯罪による生命や身体への直接的な影響だけでなく，心
身の不調や苦痛などにも苦しめられながら，十分な支援が受けられず，深刻な状態に置かれて
いることが多くあります。

　◆�　また，犯罪被害後において，捜査・報道・裁判・相談等の負担や周囲の理解不足や不用意な
言動等を受けることにより，更に傷付き苦しむ二次的被害も問題となっています。

２　今後の施策の在り方
　�　京都市犯罪被害者等支援条例に基づき，犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取
組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り，市民が安心して暮らすことのでき
る地域社会の実現を目指します。
　�　そのために，本市・市民・事業者・民間支援団体などの関係機関が相互に連携・協力して，社
会全体で犯罪被害者等の支援を行うとともに，犯罪被害者等が置かれている状況等について理解
を深めるため，啓発・教育を行います。

　（支援対策）
　　○�　犯罪被害者等のために，相談や必要な情報を提供し，被害直後から中長期にわたって途切

れのない支援を行うワンストップ窓口として，京都市犯罪被害者支援総合相談窓口を設置

　（啓発・教育）
　　○�　犯罪被害者を社会全体で支える地域社会の実現に向け，犯罪被害者等が置かれている状況

や支援に関することについて市民や事業者が理解を深めるために，「犯罪被害者週間（１１月
２５日～１２月１日）」などにおいて，広報啓発活動を行うとともに，学校・家庭・地域が連
携した教育活動を実施

こんな場合はどうすれば…

　◆ 　犯罪や事故などの被害に遭い，心に深い傷を負い悩んでいる…
　　⇒�　京都市犯罪被害者総合相談窓口で，相談・情報提供などの必要な支援を行っています。被

害に遭われた方はもとより，御家族や御遺族の方も御相談いただけます。

　犯罪被害者やその家族又は遺族が元の平穏な生活を取り戻すため，社会全体でしっかりと支え，
また，ひとりひとりが犯罪被害者の置かれている状況を理解し，全ての市民が安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現を目指します。
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【ホームレスの人権尊重と自立支援】

１　主な課題
　◆�　様々な支援施策を推進した結果，ホームレス数は１０年前と比較すると約８割減少していま
すが，ホームレスの高齢化や路上生活期間の長期化の傾向が一層顕著になっています。

　◆�　本市の支援施策がホームレスの間に広く認知される一方で，路上生活からの脱却について消
極的な方の割合が増加するなど，新たな状況が生じています。

　◆�　ホームレス状態にある人々に対する暴力や嫌がらせ，偏見や差別意識による排除等，人権に
関わる重大な問題が発生しています。

２　今後の施策の在り方
　�　本市では，現在，平成２１（２００９）年に策定した「第２期京都市ホームレス自立支援等実
施計画」に基づき，ホームレスの自立支援施策を総合的に推進します。
　�　今後，平成２７（２０１５）年度から施行される生活困窮者自立支援法や国のホームレス支援
に関する施策体系の見直し等の状況を踏まえ，現行計画に代わる次期ホームレス支援計画を策定
し，引き続きホームレスの自立支援施策を進めます。

　（勤労）
　　○�　ホームレスの就労による自立を支援するため，京都市自立支援センターを運営し，求職活

動の拠点となる宿泊場所の提供及び公共職業安定所と連携した就労支援の実施

　（社会参加）
　　○�　路上生活から居宅生活に移行した者に対して，居宅生活及び地域社会への定着を図るため

の取組を行う民間団体等に対して助成を行う「京都市ホームレス地域サポート事業」の実施

　（相談）
　　○�　ホームレスの起居する場所を訪問し，相談・支援を行う「京都市ホームレス訪問相談事業」

の実施
　　○�　多重債務等，自立に向けた阻害要因を抱えるホームレスに対し，弁護士による相談の機会

を提供する「京都市ホームレス無料法律相談事業」の実施

こんな場合はどうすれば…
　◆ 　ホームレスの方で，借金の整理など法的問題を抱え困っている…
　　⇒　京都市中央保護所で相談，支援を行っています。
　◆ 　ホームレスの方で，生活の相談をしたい…
　　⇒　各区役所・支所の支援保護課・保護課で相談を行っています。

　「総合的な支援」，「自立支援施策の推進」，「居宅生活を継続させるための支援と地域社会にお
ける理解」などの取組を進め，「ホームレス自らの意思で安定した生活を営めること」を目標に
取組を進めます。
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【高度情報化社会における人権尊重】

１　主な課題
　◆�　現代の情報化社会においては，当人の意思とは無関係に個人情報が処理されるなど，自己に
関する情報をコントロールする権利が侵害されるおそれが高まっています。実際に，行政，民
間を問わず年齢や家族構成などの個人情報の漏えいや，それらが商品化されて不正に取り扱わ
れるという問題が発生しています。

　◆�　また，身元調査のように差別的な行為につながる事案も起きています。
　◆�　インターネットにおける不特定多数の利用者に向けた情報発信やＳＮＳ（ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス）等において，他人への誹謗中傷や差別を助長する表現，プライバシー
に関わる情報等が一方的に掲載される事例が頻発しています。また，一旦ホームページ等に掲
載されてしまうと，短期間のうちに広範囲に広まってしまい，削除することが困難となってい
ます。

　
２　今後の施策の在り方
　�　スマートフォン等の通信機器の急速な普及やソーシャルメディアの利用者の急増など，情報通
信技術（ＩＣＴ）環境が急激に変化する中，インターネットの利点や危険性，個人情報の適切な
取扱いや個人のプライバシーを守ることの重要性，情報の収集・発信における責任やモラル等に
ついて，正しい理解と認識を広げるための取組を推進します。

　（携帯電話・インターネット）【再掲】
　　○�　青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に定める

施策を推進するとともに，携帯電話・インターネットの危険性や依存性について携帯電話会
社やＰＴＡ，家庭との連携の下，子どもの実態を踏まえた取組の推進

　（啓発・広報）
　　○�　市民ひとりひとりが，インターネットの利点と危険性を踏まえ，不特定多数の人が閲覧し

ていることを常に意識して，他人を傷付ける情報や間違った情報を発信しないなど，ルール
やモラルを守った正しい利用に向けた啓発の推進

　　○�　インターネット上で人権侵害があった場合の対処方法や相談窓口の周知

　（第三者による住民票の写し等の不正取得の防止）【再掲】
　　○�　住民票の写し等の不正取得の防止を図るとともに，第三者等に交付された事実を知る権利

を保障するため実施している「事前登録型本人通知制度」の適正な運用

　安心してインターネットを利用するための環境づくりに取り組むとともに，個人のプライバ
シーを守ることの重要性や情報の収集・発信における責任やモラルについての正しい理解と認識
を広げるための取組を進めます。
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こんな場合はどうすれば…
　◆ 　インターネット上に自分のプライバシーを侵害する書込みが掲載されており，削除してほしい…
　　⇒　プロバイダーに削除を要請することができます。
　　　�　また，京都地方法務局において人権相談として，インターネット上の書込みについての相

談をお受けしています。
　◆ 　パソコンやスマートフォンを利用した「ネットいじめ」を子どもが受けているが，どうすれ

ばよいか分からない…
　　⇒　通学されている学校の先生や教育委員会に御相談ください。
　　　�　教育委員会では，「いじめ相談２４時間ホットライン」を開設し，３６５日，２４時間体制

で電話相談を行っています。また「いじめメール相談」を開設し，メールによる相談も行っ
ています。

【用語説明】

・　ＳＮＳ
　�　Social�Networking�Service（Site）の略。インターネット上で友人を紹介し合って，個人間の交流を支援するサー
ビス（サイト）。誰でも参加できるものと，友人からの紹介がないと参加できないものがある。会員は自身のプロ
フィール，日記，知人・友人関係等を，ネット全体，会員全体，特定のグループ，コミュニティ等を選択のうえ公開
できるほか，ＳＮＳ上での知人・友人等の日記，投稿等を閲覧したり，コメントしたり，メッセージを送ったりする
ことができる。

・　ソーシャルメディア
　�　ブログ，ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ），動画共有サイトなど，利用者が情報を発信し，形成し
ていくメディア。利用者同士のつながりを促進する様々な仕掛けが用意されており，互いの関係を視覚的に把握でき
るのが特徴。
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【様々な課題】
　先に掲げた重要課題のほか，社会情勢の変化等に伴い，人権に関する様々な課題が見受けられる
ようになってきており，新たな動きにも目を向けていく必要があります。
　様々な人権課題について正しく理解され，その速やかな解決が図られるよう，今後とも積極的に
教育・啓発活動を推進するとともに，当事者の状況も踏まえながら，社会全体で支え，共に将来に
目を向けて歩んでいける社会を目指して取り組みます。

　（ＬＧＢＴ等の性的少数者）
　�　認知されつつあるものの，まだまだ社会の理解は低いという現状であるため，社会生活の様々
な場面で偏見や差別にさらされ，当事者自身が精神的な苦痛を受けるだけでなく，社会参加が困
難な状況に置かれています。
　
　（刑を終えて出所した人）
　�　刑を終えて出所した人が社会復帰を果たすためには，本人の強い更生意欲と合わせて，周りの
人々の理解と協力が必要です。しかし，依然として一般の人の意識の中に根強い偏見や差別意識
があり，就職に際しての差別や住居等の確保の困難など，社会復帰を目指す人たちにとって厳し
い現実があります。

　（アイヌの人々）
　�　民族としての歴史やアイヌ語，独自の伝統，文化などアイヌの人々に対する理解が十分ではな
いため，就職や結婚等において偏見や差別が依然として存在しています。

　（婚外子）
　�　婚外子（非嫡出子）については，民法が改正され，法定相続分が嫡出子と同等になったものの，
制度面や意識面では，依然として課題が残っています。

　（東日本大震災等に起因する人権問題）
　�　平成２３（２０１１）年３月１１日に発生した東日本大震災は，大津波の発生により東北地方
と関東地方の太平洋沿岸に壊滅的な被害をもたらし，未曾有の大災害となりました。また，地震
と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により，多くの人々が避難生活を余儀
なくされています。避難生活の長期化に伴うトラブルや放射線被ばくについての風評等に基づく
差別的取扱い等の人権問題が懸念されます。東日本大震災をはじめ様々な災害における被災者へ
の支援や施策は，人権尊重の理念を基調としながら進める必要があります。

�
【用語説明】

・　ＬＧＢＴ
　�　Ｌ（レズビアン・女性同性愛者），Ｇ（ゲイ・男性同性愛者），Ｂ（バイセクシュアル・両性愛者），Ｔ（トラン
スジェンダー・性同一性障害を含む体と心の性が一致しない人）の頭文字を並べた言葉。
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　人権施策について，「教育・啓発」「保障」「相談・救済」の分類に基づき，それぞれにおける重点
的に取り組む事項を掲げます。これは，各重要課題の取組を縦軸とするなら，それぞれに共通する
横軸の取組に当たるものと言え，両者の総合的な取組により，人権文化の構築を進めます。

　�　人権教育・啓発の目的は，多様な教育・啓発活動を通じて，市民ひとりひとりが，自らの人権
の大切さと，全ての人々の人権を尊重することの重要性を認識し，そのことにより，日常生活の
中での考え方や行動が人権尊重の精神に基づいたものとなることにあります。
　�　市民意識調査の結果から，広く，市民に関心を持ってもらえるような取組や人権に関する情報
に接する機会が少ない若い世代への取組の必要性，企業が人権尊重の視点を大切にし，その社会
的責任を果たすことが求められていることなどがうかがえることから，対象や関心に応じたきめ
細かな人権教育・啓発を推進します。
　�　市民，企業，関係機関・団体及び行政の連携した取組により，人権文化の息づくまちづくりが
継続的，発展的に進められることが，望まれる姿であると言えます。

（１）人権教育
　　ア　家庭教育
　　　�　「京都はぐくみ憲章」の理念（「子どもの存在を尊重し，かけがえのない命を守る」「子ども

から信頼され模範となる行動に努める」等）を踏まえ，日常生活を通じて大人自身が模範と
なることにより，大人も子どもも人権感覚を高めることができる家庭教育の推進を図ります。

　　[具体的な取組項目 ]
　　・�　「京都はぐくみ憲章」の理念を総合的に推進するための「推進条例」に基づき，毎年度定め

ている具体的な実践方策である「行動指針」に基づいた取組を進める。
　　・�　市立学校・幼稚園において，親自身が育ち学ぶ機会として保護者対象に実施されている「家

庭教育講座」等の場を活用し，家庭を取り巻く環境等を踏まえた人権課題を学習する取組を進
める。

第 3章　人権施策の推進

　市民ひとりひとりが，自己及び他者の人権の大切さを認識し，日々の暮らしの中に人権を大切
にし，尊重し合う習慣が根付いた人権文化の構築に向けて，人権教育・啓発の取組を市民，企業，
関係機関・団体等との連携の下，対象に応じて，きめ細かく効果的に推進します。

１　教育・啓発
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　　イ　学校等における人権教育
　　　（ア）　幼稚園・保育所・認定こども園
　　　　�　幼稚園・保育所・認定こども園においては，豊かに伸びていく可能性を秘めている子ど

もたちが，生涯にわたる人格形成の基礎を培う心情・意欲・態度を育むことを目標として，「子
どもの権利条約」を踏まえ，保育の主体は子どもであるとの視点に立った保育を行い，自
己肯定感や人への信頼関係を育み，相手を尊重する気持ちを培うなど，道徳性の芽生えを
培います。

　　　［具体的な取組項目］
　　　・�　幼児ひとりひとりの心を受け止め，子どもの主体性や意欲を引き出し，発達の特性に応

じた遊びや生活が経験できるようにする。
　　　・�　美しいものや自然，伝統行事，身近な動植物等に直接触れる機会を大切にした保育を行い，

畏敬の念や生命を大切にする気持ちが養われるようにする。
　　　・�　集団生活の中で，人との関わりを深められるように環境を整え，人に対する信頼感や思

いやりの気持ちを育むようにする。

　　　（イ）　学校
　　　　�　自ら進路を切り拓き，自立して生活することができるとともに，人権の大切さを理解し，

人権尊重を規範とした日常の行動が取れる子どもの育成，すなわち，「人権という普遍的文
化」の担い手の育成を目指した取組を推進します。

　　　［具体的な取組項目］
　　　・�　子どもの個性や特性を尊重し，自己実現を可能とする力を身に着ける場を保障し，ひと

りひとりを確実に育て上げる実践を進める。
　　　・�　全ての学校教育活動において人権尊重の精神が徹底している取組を進める。
　　　・�　子どもたちが身近な問題として人権についての理解・認識を深め，人権を守る意欲や態

度を育むとともに，人権に関わる問題解決のために行動できる力を培う。
　　　・�　人権教育の全体計画及び年間指導計画を策定し，組織的な取組を進めるとともに，家庭・

地域等とも連携し，地域ぐるみの行動につながるよう働き掛ける。

　　ウ　社会教育
　　　�　「京都はぐくみ憲章」の理念の下での子どもたちを取り巻く人権問題に関するＰＴＡ活動等

の支援や，男女共同参画社会の推進等に向けて取り組む地域女性団体活動の支援等を通じて，
人権の各重要課題を広く保護者・市民に啓発し，人権問題は市民ひとりひとりの身近な問題
であり，社会全体の問題として全ての人々の人権を尊重する機運づくりを図ります。
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　　　［具体的な取組項目］
　　　・�　憲法月間人権啓発パレード，人権月間ＰＴＡ街頭啓発，ＰＴＡ指導者育成事業等，ＰＴ

Ａにおける取組の支援や家庭教育講座を通じて，保護者をはじめとする幅広い市民に人権
の各重要課題，とりわけ子どもたちを取り巻く人権課題について，啓発活動に取り組む。

　　　・�　人権問題は市民ひとりひとりの身近な問題であり，自らの人権の大切さを正しく認識す
ることができるよう，各重要課題に関して京都市ＰＴＡフェスティバルにおける啓発活動
や生涯学習施設での講演事業等を行う。

　　　・�　男女共同参画社会の推進をはじめ，子育て，環境，教育，福祉等，様々な課題解決に向
けた地域女性団体の学習や実践活動を支援する。

（２）　人権啓発
　　ア　市民への啓発等
　　　�　市民意識調査の結果も踏まえ，より多くの市民に人権に対する関心を持ってもらえるよう，

行政が市民に働き掛ける「広報」に重点的に取り組みます。そのうえで，市民の関心・理解
の高まりに応じて，市民との協働による「学習機会の提供」，さらには，市民の「自主的な取
組の支援」に啓発の重点を移します。

　　　�　「広報」は，人権の尊重や人権問題に気付き，人権意識を高めるための機会を作る手段とし
て，対象に応じたきめ細かな情報発信，情報提供を行います。とりわけ，若年層については，
テレビやインターネットから情報を得る機会が他の年齢層に比べて多いことから，ＩＣＴの
積極的な活用などにより，必要な情報を確実に届けられるよう取り組みます。

　　　�　「学習機会の提供」では，より幅広い市民の参加が得られるよう，関心や理解に応じたテー
マ設定や手法など，きめ細かく工夫を加えながら進めるとともに，区等を単位とした身近な
地域や本市の人権資料展示施設において，学習の場づくりや交流事業を推進します。

　　　�　「自主的な取組の支援」では，人権文化構築の主役は市民であるとの観点から，学習会や交
流事業などの市民の自主的な取組に対し支援を行います。

　　　�　これらの取組においては，全市民を対象とした一律的な活動だけではなく，市民の多様性
を踏まえ工夫しながら進めることが重要です。

　　　�　また，京都は全ての人々の人権尊重を目指し，多くの先人が努力してきた歴史を有するま
ちであり，その歴史を知ることは，人権と京都のまちへの理解を深めることにつながります。
市民はもとより，観光などで訪れる方々にも，そうした歴史を物語る「人権ゆかりの地」を
紹介するなど，京都における人権への取組を知っていただけるよう工夫します。

　京都は「学生のまち」であることから，学生や大学への人権情報の提供や，学生が自ら考えた
自発的な取組への支援，テーマとしてインターネットに関する正しい利用法など，その特性を踏
まえながら効果的な方法により取組を進めます。

「学生のまち京都」の特性を踏まえた取組
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　　　［具体的な取組項目］
　　　①　広報
　　　　・�　フェイスブックやツイッター等のソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）

を活用した情報の発信
　　　　・�　人権情報誌の内容の充実及び定期的な発行
　　　　・�　インターネットの活用に当たっての留意事項など，社会情勢を踏まえた人権上の課題に

関する情報の提供
　　　②　学習機会の提供
　　　　・�　講演会や映画上映会，音楽ライブを採り入れた事業等，ライフステージや人権課題に応

じた啓発活動の実施
　　　　・�　区役所・支所等における啓発活動の充実
　　　　・�　情報の発信及び学習の場としての人権資料展示施設の活用
　　　　・�　多様な市民の間での交流事業の推進
　　　③　自主的な取組の支援
　　　　・�　市民団体，ＮＰＯ，学生等が実施する学習活動や人権啓発活動への支援
　　　　・�　人権啓発サポート制度の充実と活用の促進

　　イ　企業・団体等への啓発
　　　�　少子高齢化，高度情報化，グローバル化等，社会が大きく変化する中で，障害のある方へ

の合理的配慮や雇用の拡大，男女共同参画の推進，高齢者の就労機会の拡大，適正な情報管理，
多文化共生への理解等，企業や団体等が担うべき役割は大きなものがあります。

　　　�　また，市民をはじめ多くの人々が働く場として，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の実現やハラスメント（嫌がらせ，いじめ）防止など，人権の視点からの取組が進
められることが期待されます。

　　　�　公正な採用を含めた人権の尊重を基盤とする活動や組織内での人権尊重の風土づくり，地
域社会の一員としての役割などが，その社会的責任として主体的に取り組まれるよう啓発を
進めるとともに，自主的かつ積極的に取り組む企業・団体等に対する支援を推進します。

　　　［具体的な取組項目］
　　　・�　人権の視点からの取組を積極的に進める企業・団体等を顕彰する制度の創設
　　　・�　内容を充実させた企業・団体等向け人権啓発講座の定期的な開催
　　　・�　企業・団体等向けの内容を盛り込んだ人権情報誌，ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス（ＳＮＳ）等の各種媒体を活用した啓発
　　　・�　人権啓発サポート制度の充実と活用の促進
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　　ウ　関係機関等との連携
　　　�　人権啓発は，様々な主体により取り組まれており，それらの連携を図ることにより，更に

効果的な推進が図れます。市役所内の連携を密にし「融合」の視点から人権施策を総合的に
推進することはもとより，「共汗」の視点から京都地方法務局，京都府等の行政機関，京都人
権擁護委員協議会をはじめ，大学や（公財）世界人権問題研究センターなどの研究機関，市
民団体等との協働により施策を推進します。

　　　［具体的な取組項目］
　　　・�　京都市人権文化推進会議における市役所内の連携，京都人権啓発活動ネットワーク協議会

（事務局：京都地方法務局），京都人権啓発推進会議（事務局：京都府）及び京都人権啓発行
政連絡協議会（事務局：京都地方法務局）を通じての関係機関との連携強化

　　　・�　人権に関する啓発講座，街頭啓発，パネル展等の関係機関・団体との共同実施
　　　・�　市民団体等が実施する人権啓発活動への支援
　　　・�　人権啓発に関する大学や研究機関との連携

人権教育・啓発の取組推進のイメージ

・人権問題への気付き，学習
・人権尊重を基盤とした行動
・人権に関する自主的な啓発等の取組

・	人権尊重を基盤とする組織として
の活動や社内教育

・地域の一員としての取組

ひとがつながり　みんなでつくる

やさしさあふれる　人権文化の息づくまち・京都

・	家庭・学校等・社会教育における
人権教育の取組
・	市民，企業・団体等への人権啓発
の取組

京都市

（京都地方法務局，
京都府，京都人権擁
護委員協議会……）

市　民

関係機関
大学・研究機関

企業・団体等

連携 連携

連携

教育・啓発
支援・連携

人権文化の息づく
　　　まちづくりに向け
　　　　　　　自らが行動
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　�　社会の中において，他の人には保障されている人権が十分に保障されず，虐待や差別，また，
社会参加の阻害など，人権侵害を受けている人や人権が侵されやすい状況にある人々が存在して
います。
　�　それらの人々の置かれている状況等の改善を図るための「人権保障」の取組を，社会的な背景
やこれまでの取組の成果等を踏まえつつ，時代の変化に応じた的確な取組を推進します。
　�　人権保障についての具体的な施策は，基本的にはそれぞれの各重要課題における分野別計画等
の取組に基づき推進します（各重要課題における人権保障に関する施策の在り方については，前
章のとおりです。）。

　�　全ての人々の人権が尊重され，安心して暮らすことのできる社会を実現するためには，人権を
侵害されている人の様々な相談を受け，救済が必要な場合には，適切な救済機関による人権救済
が受けられる仕組みが必要です。
　�　人権侵害に対する被害者の法的救済は法律によるものであることから，関係法に基づく対応が
図られているところです。国の法制度等の整備と歩調を合わせながら，本市においては，その円
滑な利用に結び付ける相談体制の充実を図るとともに，十分に活用されるよう一層の周知を図り
ます。
　�　また，複数分野に関わる相談への対応等を円滑に進めるため関係機関（※）によるネットワー
クの強化を進めます。

　　※　市役所内の関係課，京都地方法務局，京都府，京都人権擁護委員協議会など

（１）各種の相談に応えられる体制の充実
　�　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の相談が増加傾向にあることや，外国人の増加に伴う
多言語による相談対応の必要性など，相談者のニーズに対応できる相談体制の充実を図ります。
さらに，複雑化・多様化する相談に対応し，また，相談者の置かれている立場に寄り添った相談
ができるよう，従事する職員の資質向上のための研修の充実等に取り組みます。

　　［具体的な取組項目］
　　・�　様々な相談に対応できる体制の充実
　　・�　相談員の育成と研修の充実

　市民が，人権上の問題が起こった場合に適切な機関・窓口に相談ができるよう，相談体制を充
実させるとともに，その周知と関係機関等によるネットワークを強化することにより，窓口が十
分に活用され，円滑な相談・救済が行われるよう努めます。

３　相談・救済

２　保障
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（２）相談・救済に関わる関係機関等による連携の充実
　�　人権問題が複雑化，多様化する中，相談・救済機関の連携が図れるよう本市の各部局はもとよ
り京都地方法務局や京都労働局などの関係機関，ＮＰＯ等との相互のネットワークを強化します。

　　［具体的な取組項目］
　　・�　関係機関・ＮＰＯ等によるネットワークの強化

（３）人権擁護委員活動との連携
　�　啓発，相談や人権侵犯事件に関する調査などを行う人権擁護委員の活動を市民に周知するとと
もに，活動が更に充実されるよう京都地方法務局と連携を図ります。

　　［具体的な取組項目］
　　・�　人権擁護委員活動との連携による相談体制の充実及びその周知の強化

（４）相談機関等に関する情報の周知
　�　市民が，人権上の問題が起こった場合に適切な機関・窓口に相談ができるよう十分な周知を図
ります。

　　［具体的な取組項目］
　　・�　相談・救済に関する機関・制度等をまとめた「人権相談マップ」の内容充実

人権課題に関する各種相談窓口
・相談体制の充実
・相談員育成

京都地方法務局，京都労働局，京都府…

＊必要な場合
には個別法に
基づく救済

市　民 ・人権課題に応じた各種相談窓口の利用

京都市 関係機関

人権擁護委員 ＮＰＯ等

ネットワーク
強化

情
報
の
周
知

相
　
談

相
　
談

対
　
応

対
　
応

人権相談・救済の取組推進のイメージ
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（１）　推進体制
　�　本市においては，人権文化の構築に関する施策について，相互に連絡，調整し，施策の円滑か
つ総合的な推進を目的とした「人権文化推進会議」（※１）や，各局・区等において人権行政を推
進する任務を持った「人権行政推進主任」（※２）を設置し，人権の視点から市政を推進する体制
を構築してきました。
　�　本計画に基づく人権施策については，全庁的な組織としての「人権文化推進会議」を中心に，
関係部局間で緊密な連携を取りながら，総合的，効果的な推進を図ります。

　　［具体的な取組項目］
　　・�　人権文化推進会議の機能強化
　　・　人権の視点から庁内の調整を行う機能の強化

　　　（※１�）人権文化の構築に関する施策について，相互に連絡し，調整を行うことにより，その円滑かつ総合的な推進を図
ることを目的とし，副市長，各局区長，担当区長，公営企業管理者（交通局長，上下水道局長），教育長などで構成

　　　（※２�）人権行政（人権文化の構築に関する施策の企画，立案及び実施）の推進を図るために配置された，各局区等の庶
務を担当する部長級職員

（２）　職員研修
　�　本市では，人権尊重意識の更なる徹底のため，人材育成推進室における研修をはじめ，業務に
即した研修，各職場における取組，研修教材や資料の充実を図ってきました。
　�　本市が人権施策を推進するに当たっては，職員ひとりひとりが人権の尊重を基礎として行動す
ることが厳しく求められることから，不断に職員の研修に努めます。
　�　職員の研修に当たっては，それぞれの業務に対応した研修をはじめ，参加・体験型の研修など，
より研修効果が高まるような工夫を行うとともに，それぞれの研修の効果についても把握し，よ
り効果的・効率的な研修方法について研究します。

　　［具体的な取組項目］�
　　・�　アンケート等職員研修に関する効果の把握
　　・�　より効果的な研修プログラムの研究，開発や柔軟な研修の実施

　�　人権尊重のまちづくりは，国，京都府などの行政機関をはじめ，企業，ＮＰＯなど様々な主体
により推進されています。本市全体として人権施策を効果的，効率的に推進するためには，様々
な主体の役割や責任を明確にしつつ，互いに連携することが効果的です。
　�　京都府内を行政区域とする国の行政機関，京都府及び京都市で構成する「京都人権啓発行政連
絡協議会」や，京都府，京都市，人権擁護委員，商工会議所等からなる「京都人権啓発推進会議」
などを組織し，連携を図っていますが，今後も，それぞれの役割を踏まえつつ，幅広い連携，協
力を図ります。

第４章　計画の推進

１　推進体制と職員研修

２　関係機関，関係団体等との連携
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（１）　進行管理
　�　この計画に掲げる施策について，毎年度，具体的な事業計画書を作成し，施策の実施状況の点
検を行います。
　�　また，先進的な事業をはじめ，本市の人権に係る取組を市民に分かりやすく発信するとともに，
人権施策の進捗状況が市民に確実に伝わるような工夫を行います。

　　［具体的な取組項目］�
　　・�　人権施策の進捗状況を示す「京都市人権レポート」の発行

（２）　評価
　�　人権施策を総合的，戦略的に推進するためには，取組の実績だけではなく，どのような成果があっ
たかという視点での評価が不可欠です。人権に関する評価は難しい面がありますが，より効果的
な人権施策の推進がされるよう，客観性を担保しつつ，できる限り分かりやすく評価を行います。
　�　基本的には，各重要課題における分野別計画等の数値目標及び行政評価制度（政策評価制度及
び事務事業評価制度）における人権施策に関する指標を参考とするとともに，必要に応じて人権
施策に関する調査を行うなど，より的確な評価につながる情報の収集等にも努めます。
　�　さらに，より一層の客観性の向上を図るため，外部の視点からの施策点検等を行う「京都市人
権文化推進懇話会」において，法律や人権課題等の専門的な見地及び市民の立場から実施事業の
評価をしていただき，施策に反映させます。

　　［具体的な取組項目］�
　　・�　外部の視点で施策を点検する「京都市人権文化推進懇話会」の開催

３　進行管理と評価
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１　「京都市人権文化推進計画」の策定経過
京都市人権文化推進懇話会における意見聴取 人権に関する市民意識調査，パブリックコメント

平成 25 年
11 月

12 月

平成 26 年
1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

平成 27 年
1 月

2 月

人権に関する市民意識調査
１１月１日～１１月１５日

パブリックコメント（京都市人権文化推進計画
（案）に対する市民意見募集 )  

１１月１８日～１２月１７日

７月　３日  第１回次期京都市人権文化推進
　　　　　　計画検討部会 
７月１６日  第２回次期京都市人権文化推進
　　　　　　計画検討部会　

８月２９日   第１８回京都市人権文化推進懇話会

１０月２３日   第１９回京都市人権文化推進懇話会

京都市人権文化推進計画（案）の策定

京都市人権文化推進計画の策定

１月２７日　第２０回京都市人権文化推進懇話会

９月１８日   第３回次期京都市人権文化推進
　　　　　　計画検討部会　

６月１２日  第１７回京都市人権文化推進懇話会

結果報告

結果報告
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　（１）実施期間　　平成２６年１１月１８日（火）～１２月１７日（水）
　（２）意 見 数　　意見者数：６３名・団体　　　意見総数：１２４件
　（３）意見概要　�　御意見の要旨及び本市の考え方については，京都市ホームページ（※）に掲載

しています。
　　　　　　　　　※ＵＲＬ：http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/soshiki/6-2-3-0-0.html

２　京都市人権文化推進懇話会委員名簿

３　パブリックコメントについて

氏　名 役　　職　　等

○ 安
あ

保
ぼ

　千
ち

秋
あき

弁護士

○ 安
あん

藤
どう

　仁
に

介
すけ

（公財）世界人権問題研究センター所長　　　　　＜座　長＞

石
いし

元
もと

　清
きよ

英
ひで

関西大学社会学部教授　　　　　　　　　　　　　＜副座長＞

○ 岩
いわ

渕
ふち

　信
のぶ

明
あき

大谷大学文学部教授

岡
おか

田
だ

　幸
ゆき

子
こ

市民公募委員

表
おもて

　　眞
ま

美
み

京都女子大学発達教育学部教授

木
きのした

下　寧
やす

夫
お

　 市民公募委員

重
しげ

野
の

　亜
あ

久
ぐ

里
り

特定非営利活動法人多文化共生センターきょうと代表　　

直
なお

野
の

　信
のぶ

之
ゆき

（公財）京都新聞社会福祉事業団常務理事

○ 矢
や

野
の

　昌
まさ

浩
ひろ

龍谷大学法学部教授

（敬称略　五十音順）

（任期　平成 26年 1月 1日～平成 27年 12月 31日）

○印は，次期京都市人権文化推進計画検討部会メンバー
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１　調査の目的
　�　京都市における人権尊重のまちづくりをより一層推進するに当たり，市民の人権に関する意識や関心，具体的
なニーズ，また，人権相談の現状など，人権施策全般に関する状況を把握するとともに，次期京都市人権文化推
進計画（平成２７（２０１５）年度～３６（２０２４）年度）策定のための基礎資料として活用するため。

２　調査方法
　（１）　調 査 対 象：京都市内に居住する２０歳以上の市民３，０００人（外国籍市民を含む。）
　（２）　抽 出 方 法：住民基本台帳から無作為抽出（平成２５年９月１日現在）
　（３）　調 査 方 法：�郵送法（外国籍市民には，日本語の調査票のほか，英語，中国語，韓国・朝鮮語訳の調査票

を送付），無記名
　（４）　調 査 期 間：平成２５（２０１３）年１１月１日～１１月１５日
　（５）　有効回答数：１，２１９件（回収率４０．６％）

３　調査結果概要
　（１）　人権についての意識
　　ア　人権についての意識
　　　○�　「数年前と比べて市民の人権意識は高くなってきている」（４４．５％）について，肯定的な回答は半数

を下回っている。
　　　　�　また，「人権問題は，一部の人の問題ではなく，すべての市民の問題である」（８７．８％）と肯定的な

回答は９割近くに上るが，前回の調査よりも，やや，その割合が低くなっている（前回９１．１％）。

　　イ　人権課題への関心
　　　○�　「子どもに関わる問題」（４５．３％），「高齢者に関わる問題」（４３．０％）について，「非常に関心がある」

と回答した人が４割を超えている。　
　　　　�　また，「非常に関心がある」，「ある程度関心がある」の回答を合わせると，「子どもに関わる問題」（８５．１％），

「高齢者に関わる問題」（８５．２％），「障害のある人に関わる問題」（８０．２％）や「女性に関わる問題」
（７７．１％），「犯罪被害者に関わる問題」（７３．３％）が７割を超えており，比較的関心が高くなっている。

　（２）　人権教育・啓発
　　ア　人権啓発事業等への参加や関心
　　　○�　「市役所・区役所・学校で行われる講演会や研修会」の参加（２２．１％），「市民グループや民間団体な

どによる講演会や研修会，催し」の参加（１９．２％）は２割程度にとどまっており，参加経験のない人
が８割近くと，依然として高い割合を占めている。

　　　○�　「市民しんぶんの人権に関する記事や人権情報誌」を読んでいるかについては，全く読まない人の割合
は２０歳代（７７．８％），７０歳以上（１９．６％）と年代で大きな差が見られ，年齢が高くなるほど読
まれている傾向が見られる。

　　イ　人権についての理解を深めるために役に立ったもの
　　　○�　「学校の授業や学級活動，特別活動での人権教育」（７５．１％）について，「そう思う」，「ややそう思う」

との回答が７割を超えているほか，「テレビやラジオ，新聞記事，インターネットでの啓発」（６６．１％），
「ボランティア活動への参加」（６１．０％）についても６割を超えている。

４　人権に関する市民意識調査の結果について

○ 　現状では人権が尊重されているという実感は十分とは言えない。広く，市民に人権
への関心を持ってもらえるような取組が必要と考える。
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　　ウ　人権について理解を深めるために，京都市として力を入れる必要がある取組
　　　○�　「学校や社会において人権教育を充実する」（７７．４％）について，「そう思う」，「ややそう思う」と

の回答が８割近くに上っている。「テレビやインターネット，広報紙などを使った啓発活動を行う」
（６２．８％）についても６割を超えている。

　　　○�　啓発事業への参加の有無と人権についての理解を深めるために必要と思う取組の関係を見てみると，「市
役所・区役所・学校の講演会や研修会」に参加した人の方が，様々な人権に関する取組について力を入れ
るべきと考える傾向が見られる。

（３）　人権保障
　　ア　結婚相手を考える際，住宅を選ぶ際，就職の際に気になること
　　　○�　「結婚相手を考える際に気になること」では，回答者自身，回答者の子どもの場合ともに，「人格

や性格，価値観」（自身８４．９％，子ども８２．０％　以下同じ）が８割を超えているほか，「職業」
（４７．８％，５５．８％）が５割前後，「国籍・民族」（３９．３％，３９．０％），「相手が障害のある人，
又はその家族に障害のある人がいるかどうか」（３６．２％，４２．０％），「同和地区出身者かどうか」
（３１．３％，３３．９％）などについて，４割前後の人が気になると回答している。

　　　○�　「住宅を選ぶ際に気になること」では，人権に関わる項目として，「近くに低所得者など，生活困難者が多
く住んでいる」（４７．７％）や「近くに外国人の住民が多く住んでいる」（４２．０％），「近くに同和地区がある」
（４７．３％）などで，半数近くの人が「気になる」，「どちらかと言えば気になる」と回答している。

　　　○�　「就職の際に気になること」では，「企業も人権の尊重，環境の保全などの社会的責任を負っている」
（８４．６％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそう思う」の回答が８割を超えている。

　　イ　家庭，学校，職場，社会においての人権保障　
　　　○�　家庭では，「育児・介護を行うには，家族の意識だけでなく，勤め先の労働環境の整備が必要である」

（９２．９％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそう思う」の回答が９割を超えている。
　　　○�　学校では，「教師は児童生徒間のトラブルを把握し，いじめの事前防止に努める必要があり，その解決

において，教師の果たす役割は大きい」（９１．７％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそう思う」
の回答が９割を超えている。

　　　○�　職場では，「能力があるのに，女性であることを理由に，昇給や昇進などの待遇が異なることは許され
ない」（９３．５％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそう思う」の回答が９割を超えている。

　　　○�　社会では，「公共施設等でのバリアフリーやユニバーサルデザインへの対応は，今すぐに取り組むべき優先
課題である」（８２．９％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそう思う」の回答が８割を超えている。

　　ウ　ホームレス，インターネット，犯罪被害者に関する問題　
　　　○�　ホームレスでは，「ホームレスは，就職先を見つけるなど，自分自身で自立を図ることは困難であるから，

行政機関などが支援することは当然である」（６７．２％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそ
う思う」の回答が７割近くとなっている。

　　　○�　インターネットでは，「個人への誹謗中傷などは，一度インターネット上の電子掲示板等に掲載されれば，
以後の回復は困難となるので，罰則を強化すべきだ」（８５．２％）について，「そう思う」，「どちらかと
言うとそう思う」の回答が９割近くとなっている。年代別では，ほとんどの項目で２０～４０歳代の年代
が「そう思う」と回答する割合が低い傾向が見られる。

○ 　啓発事業への参加について，依然として参加経験のない人が多い状況であるが，参
加経験のある人は，人権に関する取組に力を入れるべきと感じている人が多いことか
ら，今後も啓発事業等への参加の機会を提供していくことが必要と考える。

○ 　年齢の低い層は広報紙や人権情報誌を読まない人が多いため，若い世代も情報を受
け取ることができる媒体を活用した啓発活動が必要と考える。
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　　　○�　犯罪被害者に関する問題では，「加害者の人権は法や制度に守られているのに比べて，被害者の人権は
十分に守られているとは言えない」（８６．９％）について，「そう思う」，「どちらかと言うとそう思う」
の回答を合わせると，９割近くとなっている。

（４）　人権相談・救済
　　ア　人権侵害の経験と対応　
　　　○�　この５年間で自分の人権が侵害されたと感じたことがある人（１０．３％）は１割程度であり，女性や

２０～５０歳代の世代で「ある」と回答した割合が高い。
　　　○�　人権侵害の内容として，「職場などにおけるいじめ，パワーハラスメント，セクシュアルハラスメント

など」（４６．４％）が半数近くを占めている。
　　　○�　相談先としては，「家族や親戚」（３５．２％），「友人・知人」（２９．６％）と回答した割合が３割程

度であるが，「相談していない（黙って我慢した）」（３１．２％），「相談していない（自分で対処した）」
（２２．４％）と回答した人も同程度の割合となっている。

　　イ　人権擁護に関する制度の認知
　　　○�　「弁護士会による法律相談」（６７．６％）や「市役所や区役所の法律相談」（６５．６％），「専門機関（児童

福祉センターなど）による相談」（６１．６％）について「知っている」と回答した割合は６割以上となっている。
　　　○�　「法務局による相談や救済措置」（２１．７％）や「人権擁護委員による相談」（２４．９％）について「知っ

ている」と回答した割合は３割以下にとどまっている。
　　　○�　年代別で見ると，「法務局による相談や救済措置」や「人権擁護委員による相談」について，６０歳代

以上の年代で「知っている」と回答した人の割合が高くなっている一方，２０～３０歳代では，その割合
が低くなっている。

　　ウ　人権相談・救済に関する取組の必要性
　　　○�　「人権啓発活動の中で，人権が侵害された時の対処の仕方を学ぶ機会を増やす」（８０．４％）について，「そ

う思う」，「どちらかと言うとそう思う」の回答が８割を超えているほか，「相談員の資質向上や相談時間の拡
大など，現在ある制度・サービスを充実する」（７９．２％）についても８割近くの回答となっている。

○ 　様々な生活場面において，依然として国籍や民族，同和地区，障害の有無について，
年代を問わず，気になる人が多いことから，積極的な啓発などの取組が必要と考える。

○ 　企業に対して，人権尊重の取組や，育児・介護のための労働環境の整備を求める意
見の割合が高くなっていることから，企業が人権尊重の視点を大切にし，その社会的
責任を果たすことが求められている。

○ 　ホームレスの就職支援，インターネットによる人権侵害，犯罪被害者の人権尊重など，
新しい人権課題に対する的確な取組の推進が求められている。

○ 　インターネットに関する問題では，若い世代において，問題意識が比較的低くなっ
ていることから，若い世代を対象とした啓発などの取組が必要と考える。

○ 　この５年間で人権侵害を受けた経験のある人の割合は１割程度となっている。人権
侵害の内容については，パワーハラスメント，セクシュアルハラスメントなど，職場
での人権侵害が最も多くなっており，企業に対する啓発の推進と共に，企業内での人
権保障の取組が期待されている。

○ 　相談先として，法務局や専門機関，人権擁護委員等に相談する人は少なく，相談せ
ずに我慢した人や自分で対処した人も多いことから，これら機関等が十分に活用され
るよう，一層の周知を図っていくことが必要と考える。
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（１）　国内外の動向

　�　昭和２３（１９４８）年に国際連合において「世界人権宣言」が採択されて以降，「あらゆる形態の人種
差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」（１９６５年），「女子に対するあらゆる形態の差別の
撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」（１９７９年），「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」
（１９８９年）など，多くの条約が採択されてきた。また，そのほかにも「国際婦人年」，「国際障害者年」
などの国際年や宣言等により，国際社会において平和と人権を確立するための数多くの取組が進められて
きた。
　�　平成６（１９９４）年には第４９回国連総会において，平成７（１９９５）年から平成１６（２００４）
年までの１０年間を「人権教育のための国連１０年」とすることが決議され，世界各国が人権教育の普及
等に取り組むことなどを内容とする「人権教育のための国連１０年行動計画」が採択され，以降も継続し
て取組が進められている。
　�　我が国においては，基本的人権の尊重を柱の一つとする日本国憲法の下，人権諸条約の締結とそれらの
趣旨を踏まえた国内法の整備，また，「国際婦人年」や「国際児童年」などの数多くの国際年に取り組むなど，
国際的な潮流を踏まえつつ，国政全般にわたり人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進が図られてきて
いる。
　�　平成９（１９９７）年には「人権擁護施策推進法」が５年間の時限立法として施行され，また「「人権教
育のための国連１０年」に関する国内行動計画」も策定された。
　�　平成１２（２０００）年には，これまでの諸施策のより一層の推進を図るため，�「人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律」が制定され，同法に基づき，平成１４（２００２）年に「人権教育・啓発に関する
基本計画」が策定された（平成２３（２０１１）年一部変更）。これにより，人権教育・人権啓発に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図ることが，国及び地方公共団体の責務とされた。
　�　また，個別の人権課題については，「高齢者虐待防止法」（平成１７（２００５）年），「障害者差別解消法」，
「いじめ防止対策推進法」（平成２５（２０１３）年）の制定，「児童虐待防止法」（平成１９年（２００７）年），
「性同一性障害者特例法」（平成２０（２００８）年），「ホームレス自立支援法」（平成２４（２０１２）年），
「配偶者暴力防止法」（平成２５（２０１３）年）の改正など，人権に関する数多くの取組が進められている。

（２）　これまでの本市の取組

　�　本市では，これまで人権に関わる施策を常に市政の重要施策として位置付け，人権尊重の理念の普及に
努めるとともに，様々な人権問題の解決に向けた取組を積極的に進めてきた。
　�　近年では，平成１０（１９９８）年に「京都市人権文化推進会議」,「人権行政推進主任」（各局等の庶務
担当部長等）を設置し，全庁的な推進体制の下，人権施策の総合的な推進を図ってきた。
　�　平成１１（１９９９）年に策定した「京都市基本構想」に基づく「はばたけ未来へ！京プラン（京都市
基本計画）」（平成２２（２０１０）年策定）においては「すべてのひとの人権を尊重する人権文化の構築」
を全市的な政策における基本方向の一つとして位置付けている。
　�　人権教育・啓発については，平成１１（１９９９）年に策定した「人権教育のための国連１０年京都市
行動計画」に基づき広報・啓発活動，学習機会の提供をはじめ，人権尊重の考え方が日常生活に根付いて
いくための多彩な取組を推進してきた。
　�　この計画期間終了後，基本計画に基づく人権施策に関する分野別計画として，新たに平成１７（２００５）
年に「京都市人権文化推進計画」を策定（平成２２（２０１０）年改訂）し，教育・啓発，保障，相談・

５　人権を巡るこれまでの動向
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救済の３つ分野から人権施策を進めるとともに，学識経験者等による京都市人権文化推進懇話会を設置し，
外部の視点から施策点検等を行っていただいている。
　�　また，「第４次京都市男女共同参画計画きょうと男女共同参画推進プラン」（平成２３（２０１１）年），
「子どもと共に育む京都市民憲章」（平成１９（２００７）年），「第６期京都市民長寿すこやかプラン」（平
成２７（２０１５）年予定），「支えあうまち・京都ほほえみプラン（京都市障害者施策推進計画）」（平成
２５（２０１３）年）など各分野別計画等の策定，推進により，各人権課題の社会的な背景や特質に応じ
た具体的施策を推進している。
　�　これまでの取組により，市民の間に人権尊重の意識は定着しつつあり，また，人権問題の解決が図られ
つつあるものの，女性，子ども，高齢者，障害のある人，旧同和地区出身者，外国人などに対する暴力，
虐待，差別，社会参加の阻害など，依然として人権上の問題が解決されずに残っている。さらに，近年の
少子化・高齢化の進行，外国人・外国籍市民の増加，情報通信技術（ＩＣＴ）環境の急激な変化等により
新たな人権上の問題が生じることも考えられることから，社会状況の変化に対応した戦略的な人権施策の
推進が求められている。

（３）　各重要課題における動向

【女性と男性が互いに人権を尊重し支え合うまちづくり】

　女性の地位向上と男女平等を目指した国際社会の取組は，昭和５０（１９７５）年の「国際婦人年」を契
機に大きく展開されてきた。平成７（１９９５）年に北京で開催された第４回世界女性会議では「女性のエ
ンパワーメント」をキーワードに，「女性と健康」，「女性に対する暴力」，「女性の人権」，「女性とメディア」
など１２の重大問題領域において各国政府等が取り組むべき「北京行動綱領」が採択された。また，「北京行
動綱領」の実施状況を評価し，今後に向けた取組を検討することを目的として，平成１２（２０００）年に「女
性２０００年会議」が開催され，「成果文書」が採択されている。
　国においては，昭和５０（１９７５）年の第１回世界女性会議で採択された「世界行動計画」を受け，昭
和５２（１９７７）年に「国内行動計画」が，昭和６２（１９８７）年には「西暦２０００年に向けての新
国内行動計画」（平成３（１９９１）年改定）が策定されるなどの取組が進められてきた。また，平成８（１９９６）
年には「男女共同参画２０００年プラン」が策定され，このプランの下で，「男女雇用機会均等法」，「労働基
準法」，「育児・介護休業法」などの改正による雇用分野における制度改正が実施（平成１１（１９９９）年）
されている。平成１１（１９９９）年には「男女共同参画社会基本法」が施行され，５つの基本理念の達成
に向けて，国，地方公共団体，国民の役割が定められた。さらに，「男女共同参画基本計画」を平成１２（２０００）
年に策定するとともに，平成１３（２００１）年には内閣府に「男女共同参画局」を設置するなど，推進体
制の強化を図っている。また，「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（平成１２（２０００）年施行，
平成２５（２０１３）年改正法施行）及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平
成１３（２００１）年施行，平成１６（２００４）年，平成２０（２００８）年，平成２５（２０１３）年
改正法施行，平成２６（２０１４）年一部改正法施行）と，女性に対する暴力を防止する法制度が整備され
てきた。平成２６（２０１４）年の一部改正では，生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害
者についても法の適用対象となり，法律名も変更された。
　本市においては，昭和５７（１９８２）年に「婦人問題解決のための京都市行動計画」を策定するとともに，
同計画の取組期間が終了する平成４（１９９２）年には，「女性の働く権利の保障」や「家庭や社会のあらゆ
る分野への男女共同参画の促進」などの基本目標を掲げた「第２次京都市女性行動計画」を策定した。また，
平成１４（２００２）年には，これまでの内容を充実，発展させた「きょうと男女共同参画推進プラン」（第
３次京都市女性行動計画）を策定し，男女共同参画に係る総合的な取組の推進を図っている。さらに，平成
１５（２００３）年には，市民や事業者とのパートナーシップの下，男女共同参画社会づくりを総合的かつ
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計画的に推進するための新たな指針として「京都市男女共同参画推進条例」を制定した。
　平成２３（２０１１）年度からは「第４次京都市男女共同参画計画きょうと男女共同参画推進プラン」に
基づき，従来の男女共同参画を推進する取組を引き続き進めるほか，「ＤＶ対策の強化」と「仕事と家庭，社
会貢献が調和できる「真のワーク・ワイフ・バランス」の推進」を重点分野として位置付け，積極的な取組
を進めている。
　また，平成２３年に開所した京都市ＤＶ相談支援センターでは，初期の相談から長期にわたる自立生活促
進に向けた支援まで，女性被害者に対する継続的な支援に取り組んでいる。

【子どもを共に育む社会づくり】

　平成６（１９９４）年に批准された「児童の権利に関する条約」においては，子どもを単に保護 ･指導の
対象としてのみ捉えるのではなく，基本的人権の享有主体として尊重するとともに，家庭や社会生活のあら
ゆる分野で，「子どもの最善の利益」が考慮されるべきこと等が宣言されている。
　国においては，憲法をはじめ，児童福祉法や児童憲章，教育基本法などにおいてその基本原理や理念が示
されてきた。近年の子どもを取り巻く状況から，「次世代育成支援対策推進法」の制定（平成１５（２００３）
年）や関連法（児童福祉法，児童虐待防止法，児童手当法，育児・介護休業法）の改正，「子ども・若者育成
支援推進法」「いじめ防止対策推進法（平成２５（２０１３）年）」が制定されている。
　また，平成２２（２０１０）年に閣議決定された「子ども・子育てビジョン」において，次世代育成支援
のための包括的・一元的な制度を構築することとされ，平成２４（２０１２）年には，「子ども・子育て支援
法」，「認定こども園法の一部を改正する法律」，「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の３法（子ども・子育て関連３法）が成立し，子ども・
子育て関連３法に基づく「子ども・子育て支援新制度」が，平成２７（２０１５）年４月から本格実施され
る予定となっている。
　本市では，子育て支援を市政の最重要施策の一つに位置付け，平成９（１９９７）年に「京（みやこ）・子
どもいきいきプラン（京都市児童育成計画）」，平成１７（２００５）年に，新「京（みやこ）・子どもいきい
きプラン」，平成２２（２０１０）年に「京都市未来こどもプラン」を策定し，児童虐待防止対策や待機児童
解消に向けた保育サービスの充実をはじめ，地域における子育て支援，ひとり親家庭への支援，母子保健・
思春期保健，教育環境づくりなど，子育て支援の幅広い分野にわたり，総合的な取組を進めてきた。
　平成２４（２０１２）年度末には，京都市未来こどもプランに掲げる２１０の施策の全てに着手し，その
後も更に取組を推進している。
　また，平成１９（２００７）年に「子どもを共に育む京都市民憲章」を，平成２３（２０１１）年には同
憲章の実践の推進に関する条例を制定し，憲章の理念に基づく実践行動を促すことにより，家庭，地域，育
ち学ぶ施設，企業，行政など社会のあらゆる場において行動の輪を広げることを目指している。
　平成２６（２０１４）年度には，子育ての現状や市民ニーズを踏まえ，京都市未来こどもプランを引き継
ぐ後継計画として，平成２７（２０１５）年度から平成３１（２０１９）年度までの５年間を計画期間とす
る「京都市未来こどもはぐくみプラン」を策定する。
　さらに，「いじめ防止対策推進法」の施行（平成２５（２０１３）年）を受け，各校は「学校いじめの防止
等基本方針」を定め，本市ではより積極的にいじめの問題に取り組むため，平成２６（２０１４）年１０月
１０日に「京都市いじめの防止等に関する条例」を公布・施行し，また，平成２７（２０１５）年１月には「京
都市いじめの防止等取組指針」を策定のうえ，いじめを決して許さず，子どもが安心して生活し学ぶことが
できる環境の実現に向け，市民ぐるみで取組を推進している。
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【高齢者の人権尊重と支え合う健康長寿のまちづくり】

　昭和５７（１９８２）年にウィーンで開催された国連主催による初めての世界会議において「高齢化に関
する国際行動計画」が，また，平成３（１９９１）年の第４６回国連総会において「高齢者のための国連原則」
がそれぞれ採択され，翌平成４（１９９２）年の第４７回国連総会においては，これらの国際行動計画や国
連原則をより一層広めることを促進するとともに，各国において高齢化社会の到来に備えた各種の取組が行
われることを期待して，平成１１（１９９９）年を「国際高齢者年」とする決議が採択された。
　平成１４（２００２）年には，マドリードで開催された第２回高齢者問題世界会議において「高齢化に関
するマドリード国際行動計画２００２」が採択され，「すべての世代のための社会」の創造を推進することと
された。
　国においては，平成７（１９９５）年に制定された高齢社会対策基本法に基づき，国際的な動向も踏まえつつ，
平成１２（２０００）年度の介護保険制度の創設をはじめ各種の対策が講じられてきた。平成２４（２０１２）
年には，超高齢社会における目指すべき社会の在り方や基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針を示した新
しい高齢社会対策大綱が閣議決定された。
　本市においては，平成１２（２０００）年に，老人福祉法に基づく高齢者保健福祉計画と介護保険法に基
づく介護保険事業計画を「京都市民長寿すこやかプラン（京都市高齢者保健福祉計画・京都市介護保険事業
計画）」として一体的に策定し，３年ごとにプランを見直しつつ，高齢者福祉施策を総合的に推進してきた。
　現行の「第５期プラン」の計画期間が平成２６（２０１４）年度末をもって終了することから，平成２７
（２０１５）年度から２９（２０１７）年度までの３箇年を計画期間とする「第６期プラン」を平成２６
（２０１４）年度中に策定することとしている。
　「第６期プラン」は，「団塊の世代」が７５歳以上の後期高齢者となる平成３７（２０２５）年を見据えて，
高齢者が住み慣れた地域で，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスを切れ目なく提供する仕組みで
ある「京都市版地域包括ケアシステム」を構築するため，「第５期プラン」において開始した地域包括ケア実
現のための方向性を継承しつつ，在宅医療・介護連携等の取組を本格化していくとともに，平成３７（２０２５）
年までの中長期的なサービス・給付・保険料水準も推計し，中長期的な視野に立った施策の展開を図ること
としている。

【障害者の人権尊重と互いに支え合うまちづくり】

　国連は，昭和５６（１９８１）年を「国際障害者年」とすることを決議し，各国において障害者福祉を増
進するように提唱した。これを受けて，国においては，昭和５７（１９８２）年に「障害者対策に関する長
期計画」，平成７（１９９５）年に「障害者プラン（ノーマライゼーション７か年戦略）」を策定し，平成
１４（２００２）年には新たな「障害者基本計画」と「重点施策実施５か年計画」を策定して，障害者福祉
の取組を進めている。
　平成１６（２００４）年には，障害者基本法が改正され，障害を理由とした差別をしてはならないことが
明記され，さらに平成１７（２００５）年には，発達障害を定義し，発達障害のある方に対する生活全般に
わたる支援の促進等を図る「発達障害者支援法」が施行された。また，平成１８（２００６）年の国連総会
で障害のある方の権利及び尊厳を保護・促進することを目的とする「障害者権利条約」が採択され，平成
１９（２００７）年には我が国も署名し，内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」において，批
准のために必要となる国内の法整備や障害のある方に係る制度改革について検討が進められてきた。
　その結果，平成２３（２０１１）年に障害者総合支援法や障害者虐待防止法の制定など国内の法整備が順
次進み，平成２５（２０１３）年には，全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け，行政機関及び事業者等における障害を理由とする
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差別解消のための措置等を定めた「障害者差別解消法」が制定された（平成２８年４月施行）。そして，平成
２６（２０１４）年１月には障害者権利条約の批准書を国連事務総長に寄託し，翌２月に国内において効力
が生じたところである（条約批准国１４５箇国（平成２６（２０１４）年４月末現在））。
　本市では，障害のある市民の社会への「完全参加と平等」の実現を図るために，昭和５８（１９８３）年に「国
際障害者年京都市行動計画」を策定し，平成４（１９９２）年には，同計画を継承・発展させた「国際障害
者年第２次京都市行動計画」を策定するとともに，同計画の重点施策実施計画として，平成１０（１９９８）
年には ,「京都市障害者いきいきプラン」を，平成１１（１９９９）年には ,「京都市こころのふれあいプラン」
を策定し，これら計画の期間終了後の平成１５（２００３）年には，身体・知的・精神の３障害一体の計画
として「京都市障害者施策推進プラン」を策定し，総合的かつ計画的な障害保健福祉施策を展開してきた。
　「京都市障害者施策推進プラン」を策定した後，平成１８（２００６）年に「障害者自立支援法」が施行さ
れたことや，同年に実施した「京都市障害者生活状況調査」の結果等も踏まえ，平成２０（２００８）年に
後継プランとして「支えあうまち・京（みやこ）のほほえみプラン」を策定し , 施策を推進してきた。
　「支えあうまち・京（みやこ）のほほえみプラン」の計画期間が平成２４年度で終了したことから，平成
２２（２０１０）年に策定した「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」及び「各区基本計画」の分
野別計画として，平成２５（２０１３）年に新たに「支えあうまち・京都ほほえみプラン（京都市障害者施
策推進計画）」を策定した。「支えあうまち・京都ほほえみプラン」では，「障害のあるひともないひとも，す
べての人が違いを認め合い，支え合うまちづくりを推進する。」を基本方針に「お互いに認め合い支え合って
くらすまちづくり」，「自立した地域生活の促進」，「障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育
の充実」，「生きがいを持って働くことができる社会づくり」，「生活しやすい社会環境の整備」の５つの施策
目標を掲げ，福祉・保健・医療・教育・労働など様々な施策を総合的に推進し，障害があるひとが住み慣れ
た地域でこころ豊かに暮らすことができる社会の実現に向けた取組を進めることとしている。
　また，学校教育においては，障害のある児童・生徒一人一人がその可能性を最大限に発揮し自立・社会参
加できるよう，平成１６（２００４）年，市立全７校を障害種別の枠を超えた全国初の総合制・地域制の総
合支援学校に再編するとともに，企業就職を目指す高等部職業学科を新設した。
　高等部職業学科においては，企業就職を希望する生徒・保護者の希望に応えるため，順次，定員の拡大を図り，
平成２５（２０１３）年には定員数を設置当初の４８名から９２名に倍増している。卒業生の企業就職率は，
１００％近くに達しており，定着率も８割を超えている。
　また，総合支援学校児童・生徒の増加に対しては，平成２５（２０１３）年に白河総合支援学校東山分校
を開校するとともに，北総合支援学校及び西総合支援学校に新校舎を増築するなど教育環境の充実を図って
いる。
　小中学校においては，一人でも希望があれば地域の学校に育成学級を設置するとともに，普通学級に在籍
するＬＤ等の発達障害のある子どもたちへの支援を充実させるため，ＬＤ等通級指導教室の設置及び増設や
必要とする学校園全てに総合育成支援員を配置するなど指導体制の充実に取り組んでいる。

【ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組】

　本市の同和対策事業は，大正８（１９１９）年，全国に先駆けて旧同和地区内に託児所を設置したことに
始まる。本格的には，昭和２６（１９５１）年のオールロマンス事件を契機として，翌年に「今後における
同和施策運営要綱」を策定し，同和問題の解決を本市の最重点課題の一つとして位置付け，市政全般にわた
る取組を開始した。
　国の同和対策事業は，昭和４０（１９６５）年の同和対策審議会答申を踏まえて施行された昭和４４
（１９６９）年の「同和対策事業特別措置法」，昭和５７（１９８２）年の「地域改善対策特別措置法」，昭和
６２（１９８７）年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（以下「地対財特法」
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という。）」によって，環境改善をはじめ教育，保健，福祉，就労，啓発等の施策が推進されてきた。
　本市においては，昭和４４（１９６９）年，同和対策事業特別措置法が制定されたことを受けて，本市の
各部局の取組方針を明記した「京都市同和対策長期計画」を策定し，同和対策事業の量的な拡大と質的な充
実を図った。昭和６２（１９８７）年には，それまで実施してきた事業を総合的に点検し，同和問題の解決
に至るまでの基本的指針として「同和問題の解決を目指す京都市総合計画（案）」を策定し，これに基づき，
環境の改善，教育の充実，職業安定対策，隣保館を拠点とする各種施策及び市民啓発活動を基本５施策とし
て取組を推進してきた。
　その後，平成８（１９９６）年に，地対財特法期限後における同和問題の早期解決に向けた取組の在り方
について，地域改善対策協議会から意見具申が出された。国においては，それを踏まえ，地域改善対策特定
事業について，平成１４（２００２）年の地対財特法の失効に伴い全て終了し，以後は，旧同和地区以外の
地域と同様に，地域の状況や事業の必要性に応じ所要の施策が講じられることになった。
　本市においても，同和問題の解決に向けた長年の取組と旧同和地区住民，関係団体等の努力とが相まって，
旧同和地区の住環境や住民の生活実態が大きく改善され，同和行政が大きな成果を挙げてきたことを踏まえ，
地対財特法の期限である平成１３（２００１）年度末に特別施策としての同和対策事業を終結した。そして，
同和問題を解決するうえで残された課題については，平成１４（２００２）年に策定した「特別施策として
の同和対策事業の終結とその後の取組」に基づき，一般施策の実施により，課題の解決に取り組むこととした。
　長年の同和問題の解決に向けた取組は，成果と共に負の側面を生み出してきたことも事実であり，そのこ
とが，市民の間に同和行政に対する不信感を生み出し，同和問題の真の解決のための支障となっていたため，
本市は，平成２０（２００８）年に「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」（以下，「総点検
委員会」という。）を設置し，同和行政終結後の行政の在り方について総点検し，必要な改革，見直しを行う
こととした。
　総点検委員会においては，６つの検討項目（①自立促進援助金制度の見直し，②コミュニティセンターの
在り方，③改良住宅の管理・運営及び建て替えの在り方，④崇仁地区における環境改善，⑤市立浴場等の地
区施設の在り方，⑥市民意識の向上に向けた人権教育・啓発の在り方）のうち，同和奨学金と共に運用され
てきた自立促進援助金制度について，平成２０（２００８）年，その廃止を求める中間報告を取りまとめ，
さらに，平成２１（２００９）年，その他の５項目と今後の行政の在り方について，見直し・改善や行政の
刷新を求める報告書を本市に提出した。
　これらの報告書に基づき，本市では速やかな改革，見直しを行い，市民の信頼と理解のもとで，同和問題
の解決に向けた取組を進めている。

【多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重】

　昭和２３（１９４８）年に国際的な人権の普遍性について宣言した「世界人権宣言」が国連総会で採択さ
れたのを受け，「国際人権規約」をはじめ，「難民条約」，「女子差別撤廃条約」，「人種差別撤廃条約」，「移住
労働者条約」などの人権に関する条約が国連において採択された。
　我が国においても，昭和５４（１９７９）年に「国際人権規約」を批准した。昭和５６（１９８１）年に
は「難民条約」を批准し，これに伴い，国民年金法や児童扶養手当法等の社会保障関係法令から国籍要件を
撤廃するなどの法整備が行われた。昭和５５（１９８０）年には「女子差別撤廃条約」に署名した後，昭和
５９（１９８４）年に国籍法を改定し，従来の父系血統主義から父母両系主義に改めた。平成７（１９９５）
年には，「人種差別撤廃条約」に加入した。
　また，平成１２（２０００）年には外国人登録法の改正により指紋押捺制度の全廃などが実現し，平成
１６（２００４）年には，学校教育法施行規則の改正により，外国人学校（一部を除く。）卒業生への大学入
学資格が付与されるなど，在住外国人の法的地位と権利擁護のための法整備が行われている。
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　本市では，平成９（１９９７）年に「京都市国際化推進大綱」を策定し，本市に暮らす外国籍の人々を国
籍の異なる市民であるという意味で，「外国籍市民」と位置付け，全ての人々の人権を尊重し，「共に生きる
社会」を築くことを基本的な考えとして示した。平成１０（１９９８）年には，外国籍市民の市政への参加
を促進することを目的に，外国籍市民に関する諸問題について調査・審議し，本市が取り組むべき課題など
について意見を求める機関として「京都市外国籍市民施策懇話会」を設置した。現在は，地域における多文
化共生の推進に関する事項について調査し，審議する機関として「京都市多文化施策審議会」を設置している。
平成１３（２００１）年には，本市一般職の採用に係る国籍要件を緩和し，平成１６（２００４）年度から
は医療通訳派遣事業，平成１９（２００７）年度からは外国籍市民行政サービス利用等通訳・相談事業を実
施するなど，多文化共生社会の実現に向けた取組を進めている。
　平成２０（２００８）年度には，大綱策定から１０年が経過し，新しく市内に居住する外国人の増加等，
本市の国際化を取り巻く環境が変化していることから，こうした変化に適切に対応するため，国際化の新た
な指針となる「京都市国際化推進プラン」を策定した。平成２５（２０１３）年には，同プランが計画期間（平
成２０（２００８）年度～平成２９（２０１７）年度）の中間点を迎えたことから，プラン策定後の社会状
況の変化等を踏まえて中間見直しを行い，改訂版を策定した。
　学校教育においては，昭和５６（１９８１）年から「外国人教育の基本方針（試案）」に基づいて実践を進め，
１０年余の取組の成果と課題を踏まえ平成４（１９９２）年に策定した「京都市立学校外国人教育方針」の下，
全ての児童・生徒が国や民族の違いを認め，相互の主体性を尊重し，共に生きる国際協調の精神を養うこと
を目指した取組を進めている。
　また，平成２１（２００９）年には，日本国籍を持つ「韓国・朝鮮にルーツを持つ児童・生徒」をはじめ，中国・
アジアなどからの新たな渡日外国人や外国にルーツを持つ児童・生徒の増加などの状況を踏まえ，「外国人教
育の充実に向けた取組の推進について」を，学校・園に通知し，取組の充実を図っている。

【安心して働き続けられる職場づくり】

　近年，企業には，社会や環境に与える影響が大きいことから，「企業の社会的責任（Corporate�Social�
Responsibility= ＣＳＲ）」を率先して果たすべきであるという考え方が広まっている。
　企業の社会的責任（ＣＳＲ）の一環として，企業が人権や労働環境に関して，例えば，従業員に対しては，
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス），採用や人事評価での公正性，機会均等の保障やハラスメン
トの防止の徹底など，気持ち良く，安心して働き続けられる職場づくりを行っていくことが求められている。
　ワーク・ライフ・バランスについて，国において平成１９（２００７）年に「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）憲章」，「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され，その中で，「企業とそこ
で働く者は，協調して生産性の向上に努めつつ，職場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主
的に取り組む」とされている。
　ワーク・ライフ・バランスについて，様々な取組を行う企業が徐々に増加していく中，国においては，憲章・
行動指針策定後の施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ，平成２２（２０１０）年に政労使トップによる新
たな合意が結ばれ，「国は，国民運動を通じた気運の醸成，制度的枠組みの構築や環境整備などの促進・支援
策に積極的に取り組む」とされた。
　京都市においては，平成２２（２０１０）年に策定した「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」
において，目指すべき京都の未来像の一つの柱として，人間らしくいきいきと働き，家庭・地域で心豊かに
生活できる「真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」を掲げ，この未来像を実現するために「真
のワーク・ライフ・バランス戦略」を１１の重点戦略の一つとして掲げた。そして，この「京プラン」の実
効性を確保するために，京都発の新しい考え方である「真のワーク・ライフ・バランス」の提案と，これを
推進しようとする市民，団体，企業への支援策をまとめた「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画を平
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成２４（２０１２）年に策定し，市民や企業等の取組を支援している。
　パワーハラスメントをはじめとする職場における嫌がらせについては，労働局における「労働局長の助言・
指導制度」等により解決が図られるケースもあるが，近年，京都労働局への相談件数について増加傾向が続
いている状況にある。
　本市においては企業向け人権啓発講座による企業への啓発等の中で，パワーハラスメントをはじめとする
職場における嫌がらせの防止に取り組んでいる。

【感染症患者等の人権尊重】

（ＨＩＶ感染者，エイズ患者等）
　昭和６３（１９８８）年，ＷＨＯは世界的レベルでのエイズまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏
見の解消を図ることを目的として，１２月１日を “World�AIDS�Day”（世界エイズデー）と定め，エイズに
関する啓発活動等の実施を提唱した。平成８（１９９６）年から，ＷＨＯに代わって，国連のエイズ対策の
総合調整を行うこととなったＵＮＡＩＤＳ（国連合同エイズ計画）もこの活動を継承している。
　本市では正しい知識と患者・感染者の人権擁護のための普及啓発の推進を図るため，平成７（１９９５）
年に「京都市エイズ対策基本方針」を策定し，平成２５（２０１３）年にこれを改定するなど，エイズに関
する正しい知識等についての普及活動を積極的に推進し，エイズまん延防止及び患者・感染者に対する差別・
偏見の解消に努めている。

（ハンセン病患者・元患者）
　ハンセン病の原因となるらい菌は非常に感染力が弱く，現在，国内ではほとんど新規患者の発生はない。
また，万一ハンセン病に感染しても，治療法が確立されており，根治可能な病気となっている。
　にもかかわらず，ハンセン病患者・元患者等は，発病した患者の外見上の特徴から特殊な病気として扱わ
れるとともに，平成８（１９９６）年に「らい予防法」が廃止されるまで，同法に基づく隔離政策により，
地域社会において平穏に生活することが妨げられ，身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人
権上の制限，差別等を受けることを余儀なくされてきた。

【犯罪被害者等の人権尊重】

　犯罪被害者等の施策については，昭和５５（１９８０）年に制定された犯罪被害者給付金支給法による犯
罪被害者支援制度，平成８（１９９６）年に制定された犯罪者対策要綱に基づく警察における総合的な被害
者対策，平成１１（１９９９）年に検察庁に導入された被害者等通知制度，平成１２（２０００）年に制定
されたいわゆる犯罪被害者保護二法による刑事手続における犯罪被害者の保護等，各省庁においてそれぞれ
進められてきた。
　平成１６（２００４）年に犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に犯罪被害者等基本法が制定
され，我が国の犯罪者等施策は，新たな段階に進んだ。その後，平成１７（２００５）年に犯罪被害者等基
本計画が策定され，犯罪被害者等及びその支援に携わる関係者の要望に基づく具体的な施策の実現を図る内
容となった。
　犯罪被害者等基本計画の計画期間が平成２２（２０１０）年度末で終了することから，犯罪被害者等の権
利利益の保護が一層図られる社会を目指し，平成２３（２０１１）年に第２次犯罪被害者等基本計画が策定
された。
　本市では，生活安全条例（平成１１（１９９９）年施行）に基づく基本計画の中に被害者支援を位置付け，
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公益社団法人京都犯罪被害者支援センターへの支援や，京都府犯罪被害者支援連絡協議会及び京都府犯罪被
害者サポートチームへの参画等を実施してきた。
　市民に最も身近な自治体として，より踏み込んだ総合的な支援を実施するため，犯罪被害者等の支援に特
化した「京都市犯罪被害者等支援条例」を平成２３（２０１１）年に施行し，犯罪被害者やその家族・遺族
が受けた被害の回復・軽減のための支援及び犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り，市民が安心して
暮らすことのできる地域社会の実現を目指している。

【ホームレスの人権尊重と自立支援】

　ホームレスとは，都市公園，河川，道路，駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし，日常生活を営んで
いる者をいう。平成２６（２０１４）年１月に国により実施された調査によると，全国１，７４２市区町村に
おけるホームレスの数は７，５０８人であり，本市においても１１３人が確認されている。これは政令指定都
市（東京都２３区を含む）の中で，８番目に多い状況となっている。
　国においては，平成１４（２００２）年に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が施行され，
平成１５（２００３）年，「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」が策定された。その後，「ホーム
レスの自立の支援等に関する特別措置法」が平成２４年以降５年間延長されるとともに，平成２５（２０１３）
年には「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」の見直しが行われた。
　本市においては，平成１６（２００４）年に，「京都市ホームレス自立支援等実施計画」を策定し，自立に
向けた支援等を積極的に推進してきた。その後，平成２１（２００９）年に「第２期京都市ホームレス自立
支援等実施計画」を策定し，引き続き，自立支援施策の推進に取り組んでいる。

【高度情報化社会における人権尊重】

　高度情報化社会の急速な進展により，手軽で便利なメディアとしてインターネットや電子メールが普及し
ている。その反面，その匿名性や情報発信の容易さなどを悪用して，他人を誹謗中傷したり，プライバシー
に関わる情報の無断掲示，差別的な書込みなどの人権侵害が発生している。
　国においては，平成１４（２００２）年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情
報の開示に関する法律（プロバイダー責任法）」が施行され，発信者の情報開示や被害者からの削除要請が認
められた。
　さらに，平成２１（２００９）年には，「青少年インターネット環境整備法」が施行され，青少年のインター
ネット利用環境の整備推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，「青少年インターネット環境
整備基本計画」が策定された。
　平成２４（２０１２）年には，第２次基本計画が策定され，①青少年のインターネットへの適切な利用に
関する教育及び啓発活動の推進，②青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用の普及等，③青少
年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援，④その他の施策・推進体制等を柱
にして，国・地方公共団体・事業者及び民間団体等での取組が進められている。
　また，個人情報の保護に関しては，国において，平成１５（２００３）年に個人情報の適正な取扱いを図
ることを目的に，個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等や国及び地方公共団体の責務等を定めた「個
人情報の保護に関する法律」が制定されている。
　本市においては，個人情報の総合的な保護制度を確立するため，平成５（１９９３）年に「京都市個人情
報保護条例」を制定し，その後，個人情報保護制度を取り巻く環境の大きな変化に的確に対応し，行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律の趣旨も考慮しつつ，個人情報の利用停止を請求する権利の保障，
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職員等に対する罰則の新設などを柱とした条例改正を行い，平成１７（２００５）年から施行した。
　現在，インターネットの利点や危険性，個人情報の適切な取扱いや個人のプライバシーを守ることの重要性，
情報の収集・発信における責任やモラル等について，正しい理解と認識を広げるための取組を推進している。
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